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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月 2023年３月

売上高 （千円） 3,140,591 3,244,620 3,281,941 3,622,255 4,324,120

経常利益 （千円） 557,903 290,819 423,908 513,630 651,961

親会社株主に帰属する当期純利益 （千円） 401,481 177,980 282,870 327,505 535,117

包括利益 （千円） 412,722 172,088 288,191 362,973 489,040

純資産額 （千円） 1,842,347 1,991,586 2,704,048 3,113,090 3,552,217

総資産額 （千円） 2,803,024 2,980,958 3,680,089 4,064,318 4,626,882

１株当たり純資産額 （円） 403.06 435.72 522.96 590.67 663.49

１株当たり当期純利益 （円） 87.85 38.94 61.79 61.91 100.83

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） － － 54.10 56.61 93.29

自己資本比率 （％） 65.7 66.8 73.5 76.6 76.6

自己資本利益率 （％） 24.4 9.3 12.0 11.3 16.1

株価収益率 （倍） － － 22.63 11.89 10.54

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） 473,165 156,227 692,190 26,028 427,127

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） 515,366 △336,848 △138,219 551,848 △17,434

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △162,389 157,846 245,722 △264,162 △112,022

現金及び現金同等物の期末残高 （千円） 1,389,550 1,365,915 2,167,093 2,513,633 2,812,038

従業員数
（人）

202 217 229 238 243

（外、平均臨時雇用者数） (81) (91) (81) (79) (116)

　（注）１．第18期及び第19期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はありますが、当

社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

２．第18期及び第19期の株価収益率については、当社株式は非上場であったため、記載しておりません。

３．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（アルバイト・パートタイマーを含み、人材派遣会社からの派遣社員

を除く。）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

４．当社は、2020年12月11日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。第18期の期首

に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株

当たり当期純利益を算定しております。

５．当社は、2021年３月26日に東京証券取引所マザーズに上場したため、第20期の潜在株式調整後１株当たり当

期純利益は、新規上場日から2021年３月期末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

６．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第21期（2022年３月期）の期

首から適用しており、第21期（2022年３月期）以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後

の数値となっております。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第18期 第19期 第20期 第21期 第22期

決算年月 2019年３月 2020年３月 2021年３月 2022年３月 2023年３月

営業収益 （千円） 3,013,654 2,935,147 3,125,337 3,184,621 3,531,236

経常利益 （千円） 481,909 272,071 424,285 402,216 531,597

当期純利益 （千円） 339,404 169,508 283,642 250,928 630,194

資本金 （千円） 283,790 283,790 507,350 571,376 585,063

発行済株式総数 （株） 45,700 45,700 5,170,000 5,395,000 5,478,416

純資産額 （千円） 1,698,855 1,845,514 2,553,426 2,850,424 3,423,631

総資産額 （千円） 2,656,388 2,823,800 3,526,858 3,709,531 4,431,728

１株当たり純資産額 （円） 371.67 403.76 493.83 540.82 639.47

１株当たり配当額
（円）

500 500 5 16 24

（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－)

１株当たり当期純利益 （円） 74.27 37.09 61.95 47.43 118.74

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
（円） － － 54.25 43.38 109.86

自己資本比率 （％） 63.94 65.34 72.39 76.83 77.25

自己資本利益率 （％） 22.04 9.57 12.90 9.29 20.09

株価収益率 （倍） － － 22.56 15.52 8.95

配当性向 （％） 6.7 13.5 8.1 33.7 20.2

従業員数
（人）

202 217 226 234 236

（外、平均臨時雇用者数） (81) (91) (81) (79) (113)

株主総利回り （％） － － － 53.8 78.9

（比較指標：東証マザーズ指数） （％） (－) (－) (－) (65.7) (62.3)

最高株価 （円） － － 1,628 1,677 1,249

最低株価 （円） － － 1,263 628 632

　（注）１．第18期から第19期までの潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高はあります
が、当社株式は非上場であったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。

２．第18期から第19期までの株価収益率については、当社株式は非上場であったため、記載しておりません。
３．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（アルバイト・パートタイマーを含み、人材派遣会社からの派遣社員を除く。）は、年間の平均人員
を（　）外数で記載しております。

４．当社は、2020年12月11日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。第18期の期首
に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株
当たり当期純利益を算定しております。

５．第18期から第20期までの株主総利回り及び比較指標については、2021年３月26日に東京証券取引所マザーズ
に上場したため、記載しておりません。

６．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第21期（2022年３月期）の期
首から適用しており、第21期（2022年３月期）以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後
の数値となっております。

７．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所グロース市場におけるものであり、それ以前
については東京証券取引所マザーズにおけるものであります。なお、2021年３月26日をもって同取引所に株
式を上場いたしましたので、それ以前の株価については記載しておりません。

８．当社は、2021年３月26日に東京証券取引所マザーズに上場したため、第20期の潜在株式調整後１株当たり当
期純利益は、新規上場日から2021年３月期末までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
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２【沿革】

2002年１月 ブロードマインド株式会社設立

生命保険会社及び損害保険会社11社の乗合代理店として事業を開始

2003年１月 共済事業のコンサルティング事業を本格開始

2006年１月 事業拡大のため大阪支社開設

2006年３月 共済事業のコンサルティング事業を行うブロードマインド・リスクマネジメント株式会社

（ブロードマインド株式会社100パーセント子会社）設立

2006年11月 他企業との業務提携によるマーケティング活動（共同募集）を開始

2007年３月 ブロードマインド少額短期インシュアランス株式会社（ブロードマインド株式会社100パーセン

ト子会社）設立

2008年３月 ブロードマインド少額短期インシュアランス株式会社が、関東財務局長（少額短期保険）第15号

の登録を受ける

2008年４月 ブロードマインド少額短期インシュアランス株式会社を、ブロードマインド少額短期保険株式会

社に商号変更

2009年５月 事業拡大のため、名古屋支社開設

2009年５月 関東財務局長より金融商品仲介業者の登録を取得（登録番号：関東財務局長（金仲）第424号）

株式・債券・投資信託などの金融商品の取扱いを開始

2009年10月 ブロードマインド・リスクマネジメント株式会社を吸収合併

2013年４月 株式会社イトクロより、保険に特化した情報サイト「保険ライフ」を運営する株式会社ベイブの

全発行済普通株式を譲受け、株式会社ベイブをブロードマインド株式会社の完全子会社とする

2013年８月 関東財務局に対し貸金業者登録（登録番号：関東財務局長（12）第00085号）

住宅ローンの取扱いを開始

2013年12月 ブロードマインド少額短期保険株式会社を譲渡

2014年１月 株式会社クレディセゾンと住宅ローンに係る代理店契約を締結

2014年３月 福岡支社開設

2015年４月 東京都知事より宅地建物取引業の免許を取得（登録番号：東京都知事（１）第97669号）

不動産の取扱いを開始

2015年６月 関東財務局長より銀行代理業の許可を取得（登録番号：関東財務局長（銀代）第281号）

2016年８月 四国支社開設

株式会社フジ・カードサービスとの共同募集型来店ショップ「フジ保険ショップ」を愛媛県・高

知県・徳島県に出店（計８店舗）

2016年９月 米国にBroad-minded America Properties, Inc.（ブロードマインド株式会社100%子会社）及び

Broad-minded Texas, LLC（Broad-minded America Properties, Inc. 100%子会社）設立

米国不動産の取扱いを開始

2017年４月 金沢支社開設

2017年６月 有料職業紹介事業及び労働者派遣事業の認可を取得

2018年10月 株式会社ベイブを吸収合併

2020年10月 国内不動産の取扱い強化のためMIRAI株式会社設立

2021年３月 東京証券取引所マザーズに株式を上場

2022年４月 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所マザーズからグロース市場に移行

2022年８月 株式会社クレディセゾンと資本業務提携契約を締結

2023年３月 株式会社イノセントと業務提携を行うと共に、イノセントの発行する普通株式の67%を取得し、

子会社化
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３【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社２社（MIRAI株式会社及び株式会社イノセント）の計３社で構成され、各社

連携を取りながらフィナンシャルパートナー事業を展開しております。

具体的には、個人のお客様に対しライフプランニングを土台とした資産形成及び資金計画策定支援を行うほか、法

人のお客様に対し、財務や事業リスク対策を中心とした企業経営上の課題解決支援を行っております。また個人や法

人のお客様共に、具体的なソリューションとして金融商品（生命保険・損害保険・証券・住宅ローン）及び不動産の

販売及び仲介を行っております。

なお、当社グループはフィナンシャルパートナー事業の単一セグメントであり、以下はサービスの内容を記載して

おります。

 

①事業コンセプト

当社グループでは、2022年４月に経営理念を刷新し、パーパス（存在意義）として「金融の力を解き放つ」を、

ミッションとして「金融に倫理を、人生に自由を」をそれぞれ掲げ、新たな理念のもと、顧客のライフステージに

応じた最適な金融サービスの提供を目指しております。

金融商品の流通の担い手として金融機関や保険代理店等の仲介業者がおりますが、仲介業者においては、商品毎

に個別に販売資格に係る登録又は認可を取得し、業態ごとの縦割り構造の中で専門性を持ちながら提供するのが一

般的であります。

当社グループでは、金融サービスの本来あるべき姿として、顧客自身のライフプランを描いた上でライフステー

ジに応じたファイナンシャルニーズに最適なソリューションを業横断的に提供することが重要であると考えてお

り、保険代理店業を出自としながら、創業以来金融商品仲介業、貸金業、銀行代理業の各業の登録又は認可を取得

してまいりました。

 

図１．各仲介業者数（2023年３月末時点） 注1

注１．金融庁／銀行代理業者許認可一覧、金融庁／金融商品仲介業者登録一覧、一般社団法人日本損害保険協会／2021年度代理店統計、一

般社団法人生命保険協会／2022年版生命保険の動向より当社集計
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図２．当社グループのソリューション構成（当社グループでは、各金融機関や仲介業者が個別に提供するサービスを

ワンストップで提供しております）

 

なお、パーソナルファイナンスに関する包括的な相談に対応できるのは、一定以上の所得水準の顧客を相手とし

た一部の金融機関に限定されるのが現状であると考えております。例として、メガバンク（ウェルスマネジメント

領域）、プライベートバンクでは、資産運用・事業承継・相続対策等のテーマに対し、銀行・信託・証券・保険の

各サービスを包括的に利用することができます。

他方で当社グループは、一般の所得層の顧客をメインターゲットとしております。当該顧客層においては、保

険・証券・住宅ローンの各専業仲介業者がメインプレイヤーとなっているものの、家計相談・保障・住宅購入・資

産形成等の一般の方ならではの相談に対し、包括的に応えることができる専門家が不足していると考えておりま

す。

当社グループは、一般の方に寄り添う「フィナンシャルパートナー」として、ライフプランニングを土台に潜在

的な顧客ニーズを掘り起こし、顧客の思い描く将来を実現するためのソリューションをワンストップで提供するこ

とを目指してまいります。

 

図３．当社グループのメインターゲット及び競合の整理
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②事業モデル

当社グループでは、業務提携を軸とした集客により、20代から40代のファミリー層に需要のある生命保険契約を

中心に顧客を獲得し、ライフステージに応じて他商品の販売を展開しております。事業モデルの詳細は次のとおり

であります。

a．見込み客の獲得

当社グループでは、主に訪問（コンサルタントがお客様の指定する場所に訪問）及びオンラインでのサービス

提供を軸に事業を展開しております。

伝統的な訪問型モデルでは、見込み客の獲得は営業社員の力量に委ねざるを得ないほか、企業の認知向上を目

的とした多量の広告投資を必要とするため、金融サービス業全体に共通する課題として、見込み客獲得の安定性

及び継続性が挙げられます。特に生命保険商品については、予定利率の改定や税務の取扱いの変更等、商品性に

大きく影響を及ぼす事項が不定期に発生するほか、景気変動等を背景とした顧客ニーズの変化を受けやすく、獲

得が安定しない一因となっております。

当社グループでは、他事業会社等との業務提携により見込み客を獲得する体制を構築しております。業務提携

の形態として、テレマーケティング（保険募集代理店資格を持つ提携先との共同募集（注）、及び見込み客リス

トを購入し当社架電によりアポイント化する手法に大別されます）のほか、マネーセミナーによる集客も行って

おります。

また、当社サービスサイト及び当社運営メディアからの直接申込みによる獲得や、既存顧客からの紹介を受け

る等、当社グループ単独で見込み客を獲得する場合もあります。なお、2023年３月に連結子会社となった株式会

社イノセントとは、『結婚』というライフプランを考える契機となるタイミングでの接点強化を通じて、顧客の

ライフタイム・バリュー（LTV）の向上が期待される見込み客の創出強化を図ってまいります。

いずれの手法についても、特定の商品に偏らず、広く『マネー相談』として当社グループのサービスを訴求す

ることで見込み客を獲得しております。

（注）複数の保険募集代理店が保険募集を共同して行う形態を指します。

 

b．コンサルティング

当社グループでは、ライフプランニングを土台に顧客への商品提案を行っております。当社グループの主要顧

客（20代から40代のファミリー層）の特性上、保険加入を初めて検討する顧客も多く（2023年３月期における生

命保険契約に係る代理店手数料は、グループ売上高の68.5％を占めております）、多くは生命保険契約を契機に

当社グループとの間で顧客関係が開始されます（顧客のライフステージに応じ、住宅ローンや金融商品仲介に係

る商品、及びMIRAI株式会社が手掛ける不動産関連ソリューションの契約もあります）。

 

c．アフターフォロー

継続的な顧客関係の中で、資産形成及び運用ニーズ、住宅ローンの新規申し込み及び借り換えニーズ、不動産

売買等のニーズを取り込み、顧客のライフステージに応じてクロスセル及びアップセルを実施しております。

当社グループの収益モデルとして、金融機関との間で代理店業務委託契約を締結し、商品の販売に応じて提携

金融機関から手数料が支払われます（このほか、不動産仲介事業においては顧客から得る仲介手数料が、販売用

不動産については顧客への売却金額が収益として計上されます）。当社グループの売上構成上最も多くを占める

生命保険契約に係る代理店手数料収入は、フロー収益に相当する「初年度手数料」とストック収益に相当する

「継続手数料」に大別されますが、営業組織の拡大とアポイントあたりの生産性（成約率×顧客単価（１世帯あ

たりの初年度手数料単価））の向上による初年度手数料の増収と、コンサルティングの品質の向上によって実現

する継続手数料の積み上げにより、成長投資を加速させるための収益基盤を構築することができます。

 

③事業の特徴

a．業務提携による継続・安定的な見込み客の獲得

当社グループでは、国内大手クレジットカード会社や国内大手信販会社、大手フィンテック企業等に代表され

る事業会社との業務提携を強化し、見込み客を安定的かつ継続的に確保する仕組みを作り上げてまいりました。

同時に、自社コールセンターを完備することにより、提携先が求める業務提携モデルに柔軟に対応しながら提携

先を拡大してまいりました。見込み客提供実績のある提携先は2023年３月期で30社以上にのぼりますが、これに

より当社グループ全体の売上高及び営業利益の安定的な成長にも繋がり、事業拡大に向けた中長期的な投資活動

も推進することができます。
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b．ファイナンシャルプランナーとしてのプロフェッショナルを育成する教育カリキュラム

当社グループでは、ファイナンシャルプランナーとしての提供価値向上を目的に、商品知識の他にライフプラ

ンニング、社会保険制度や税制度等に至る広範な知識を体系的に習得する教育プログラムを独自に開発しており

ます。

当社グループでは、主に新卒学生を対象に採用活動を進めており、2023年３月末現在で当社営業部門に所属す

るコンサルタントの約６割が新卒採用者となります。新卒学生は当社グループの事業や提供価値に共感して入社

する者も多く、新卒採用は知識やスキルの習得だけでなく、理念教育の面においても高い育成効果が期待できる

メリットがあります。

当該プログラムの実践及び実務経験の中で醸成するコンプライアンスマインドや顧客に寄り添う姿勢を通し

て、ファイナンシャルプランナーとしての成果創出の早期化を実現し、業績拡大と健全な組織拡大を両立させる

体制を構築しております。

なお、教育内容についてはデジタルコンテンツ化を進めており、社内での活用を通じて教育の効率化を図るほ

か、金融機関や他金融サービス事業者への提供にも注力しております。

 

［事業系統図］

以上、述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の
内容

議決権の所
有割合又は
被所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）      

MIRAI株式会社 東京都渋谷区 15,000 不動産取引業 100

役員の兼務

当社従業員の役員兼務

当社より資金の借入

株式会社イノセント 大阪市北区 3,000 結婚相談業 67
役員の兼務

当社従業員の役員兼務

　（注）１．当社グループの報告セグメントは「フィナンシャルパートナー事業」のみであるため、「主要な事業の内

容」欄には、各会社の主要な事業を記載しております。

２．前連結会計年度において連結子会社であったBroad-minded America Properties, Inc.及び

BroadmindedTexas, LLCは、2022年９月をもって清算が結了したため、連結子会社から除外しております。

３．当社は、2023年３月29日付で株式会社イノセントの株式を取得し、子会社化いたしました。

４．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

 2023年３月31日現在

セグメントの名称 従業員数（人）

フィナンシャルパートナー事業 243 (116)

合計 243 (116)

（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者を含む。）であり、臨時雇用者数（アルバイト・パートタイマーを含み、人材派遣会社からの派遣社員

を除く。）は、年間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．当社グループの事業セグメントは、フィナンシャルパートナー事業の単一セグメントであるため、セグメン

ト別の従業員数の記載は省略しております。

 

(2）提出会社の状況

    2023年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

236 (113) 36.7 6.4 6,159,005

 

セグメントの名称 従業員数（人）

フィナンシャルパートナー事業 236 (113)

合計 236 (113)

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇

用者数（アルバイト・パートタイマーを含み、人材派遣会社からの派遣社員を除く。）は、年間の平均人員

を（　）外数で記載しております。

２．当社の事業セグメントは、フィナンシャルパートナー事業の単一セグメントであるため、セグメント別の従

業員数の記載は省略しております。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

 

(3）労働組合の状況

当社グループにおいて労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

 

(4）管理職に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の差異

提出会社

当事業年度

管理職に占める

女性労働者

の割合（％）

（注）１.

男性労働者の

育児休業取得率（％）

（注）２.

労働者の男女の賃金の差異（％）

（注）１.

全労働者
うち正規雇用

労働者

うちパート・

有期労働者

2.6 0.0 44.3 61.8 91.6

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の４第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
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第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループの経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

（１）経営方針

当社グループでは、2022年４月に経営理念体系を刷新し、パーパス（存在意義）として「金融の力を解き放つ」

を、ミッション（使命）として、「金融に倫理を、人生に自由を」を掲げております。金融商品の流通を担うプレイ

ヤーとして、お客様に最適な金融商品を提供するだけでなく、お客様の想い＝ライフプランを実現するための一連の

コンサルティングプロセスの品質及びお客様の金融リテラシー向上に資する様々な金融知識並びに情報提供が価値提

供の源泉であると考えております。

当社グループでは、自らを「フィナンシャルパートナー」と位置づけ、一つの業態にとらわれずに金融サービスを

開発し、真にお客様にとって最適なサービスを提供してまいります。

 

（２）経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループでは、企業価値向上のため、売上高及び営業利益の継続的な成長を目指してまいります。

指標設定の理由は以下のとおりです。

a．売上高

当社グループでは、個人顧客を中心とした顧客数の拡大によって事業の成長を図ってまいります。顧客数の拡

大は経営成績上では売上高に反映されるため、売上高を重要な経営指標として設定しております。

 

b．営業利益

当社グループの本業はフィナンシャルパートナー事業であり、本業の収益性を注意深く追っていく必要がある

と考えております。従って、段階利益の中で営業利益を重視し、経営指標として設定しております。

 

c．営業利益率

売上高の成長に伴う形で営業利益の継続的かつ安定的な成長を目指しており、売上高営業利益率を重要な経営

指標として設定しております。

 

d．自己資本利益率

当社グループでは、株主にとっての投資価値の観点から、利益の成長を通じた中長期的な企業価値の向上と資

本効率向上の両立を目指しており、自己資本利益率を重要な経営指標として設定しております。

 

（３）経営環境及び中長期的な経営戦略

①経営環境

a．金融行政の動向と当社サービスへの期待

我が国では少子高齢化の進展に伴い、「人生100年時代」と呼ばれる高齢化社会を迎えようとしており、パーソ

ナルファイナンスの領域においては、資産形成に向けた自助の必要性が高まっております。特に2022年11月に公表

された「資産所得倍増計画」の中では、NISAやiDeCo制度の改革や金融経済教育の充実等が掲げられており、国民

の自助努力を促す制度整備や取組が進んでいくものと考えております。

このような環境の下、金融サービス事業者が採択すべき原則として「顧客本位の業務運営に関する原則」があり

ますが、2020年９月に公表された改訂案では、顧客に相応しいサービスの提供（原則６）として、顧客のライフプ

ラン等を踏まえた業横断的な商品の提案及び商品提供後のフォローアップの実施について追加されました。このよ

うに、金融サービス事業者が果たすべき役割も拡大していくことが予想される中で、当社が提供する「ライフプラ

ンニングを土台としたワンストップサービス」は今後益々求められていくものと考えております。

他方で、2021年11月の金融サービス仲介業の創設により、単一の認可で保険・証券・銀行代理業に係る商品の取

扱いが可能となりました。顧客は単独の仲介業者から業横断的にワンストップサービスを受けられるようになるた

め、金融サービスの利用にあたり顧客の利便性は高まるものと考えております。現在、金融サービス仲介業の登録

者数は６社ですが 注1、今後もIT企業やフィンテック企業等の参入が想定され、各社独自のデジタルサービス等と

関連付けながらサービス提供することが考えられます。金融サービス仲介業の創設により業界全体で健全な競争が

促されるものと想定されますが、顧客の中でワンストップサービスに対する理解が浸透し、当社グループの事業コ

ンセプトの認知も高まる可能性があるものと考えております。
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b．個別市場の状況と当社グループの成長可能性

当社グループで取り扱う保険・証券・住宅ローン等の個別市場を俯瞰すると、例えば保険業界においては個人保

険の保有契約年換算保険料が28兆円前後と依然として巨大な市場であり注２、その中でも保険代理店からの加入率

は10年前と比較し、２倍以上となっております注３。また、金融商品仲介業においては、金融機関から独立したIFA

注４の登録人数は増加の一途を辿っており注５、顧客が資産形成・運用を検討する際のアドバイザーとして、IFAの

存在感は高まり続けております。

このように、保険代理店やIFAといった成長チャネルの中で当社事業は展開しておりますが、これら個別市場の

成長性を取り込むことができるのは、ワンストップサービスを手掛ける当社ならではの成長可能性であると考えて

おります。

なお、当社グループのメインターゲットとなるのは世帯年収が300万円以上2,000万円未満（世帯所得では約200

万円以上1,200万円未満）の世帯（一般的な勤労者世帯）であり、我が国の全世帯の中で70%以上（推定約4,200万

世帯）注６にのぼると推測されます。当世帯層の顧客の多くは金融商品に対するニーズが潜在化しているものと考

えられます。これにより当社グループのサービスの提供余地は多く残されており、当社グループの事業は高い成長

性を有していると考えております。

注１．金融庁／金融サービス仲介業者登録一覧（2023年５月18日現在）

注２．生命保険協会／2017年度～2021年度版「生命保険の動向」より

注３．生命保険文化センター／平成24年度「生命保険に関する全国調査」及び令和3年度「生命保険に関する全国実態調査」より

注４．“Independent Financial Advisor”の略称で、独立系ファイナンシャルアドバイザーと呼ばれる資産運用の専門家を指します。

注５．日本証券業協会資料／金融商品仲介業者の登録外務員数より

注６．厚生労働省／国民生活基礎調査（2019年）所得の分布状況　及び総務省／住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数（日本

人住民及び複数国籍／令和３年１月１日現在）より世帯年収ベースとして当社推計

 

②中長期的な経営戦略

これらの環境を背景に、当社グループでは「ライフイベントに最適な金融ソリューションを提供する」という事

業コンセプトに沿って、より付加価値の高いサービスの提供を目指してまいります。具体的には次のとおりです。

a．健全な組織拡大及びアポイント収益性の向上によるフィナンシャルパートナー事業の基盤強化

新型コロナウイルス感染症の影響下において、オンライン面談によるコンサルティング体制を早期に構築した

ことを受け、新規相談受付件数も堅調に推移しております。ライフプランニングの実施のほか、家計の見直しや

保障・投資といった分野での金融サービスに対するニーズは依然として高く、相談受付体制を強化することでよ

り多くのニーズに応えることができるものと考えております。当社グループでは今後もコンサルタントを中心と

した人材の採用及び育成に積極的に投資し、今後も増加が予想されるご相談に対応してまいります。

同時に広告宣伝活動及び広報活動の強化を通じ、より収益性の高い当社グループ単独での見込み客獲得量を増

加させることにより、アポイントの収益性向上も図ってまいります。

これら双方の取組みによりフィナンシャルパートナー事業の収益基盤の強化を図ってまいります。

 

b．再販機会創出による顧客のライフタイム・バリュー（LTV）の向上

＜サービスアクセス環境の整備＞

当社グループの主要顧客層は20代から40代のファミリー層でありますが、当該世代はITに親しく、日常的な消

費行動の多くがスマートフォン等の情報端末を通じて行われており、金融サービス領域においても同様の行動が

今後増加すると考えられます。

当社グループでは、当社で開発したライフプランニングに関するWebサービス「マネパス」及びオンライン面

談システム「broadtalk」に代表されるデジタルプロダクトを活用し、顧客接点を形成することでサービスに常

時アクセスできる環境を整備し、顧客の任意のタイミングで最適なソリューションを提供する体制を整えてまい

ります。

 

＜顧客データの活用によるアフターフォロー体制の強化＞

2023年３月期末における保有顧客数は77,101世帯となり、今後も顧客データは増加し続けることが見込まれま

す。当社グループでは自社でコールセンター機能を有しておりますが、保有顧客の契約データやライフプラン

データを活用し、新商品情報の提供等も含めたアフターフォロー機能を強化してまいります。
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＜多様な金融ニーズに対応するための提案力の強化＞

当社グループの主要顧客層の多くは、ライフステージの特性上、保障性商品を中心とした生命保険の契約によ

り顧客関係が開始されます。他方、既存顧客が年齢を重ねることで今後50代以上のリタイアメント準備層及びリ

タイアメント層の増加が見込まれることから、全ての年代の金融ニーズに対応することが必要となると考えてお

ります。

当社グループでは、リタイアメント準備層及びリタイアメント層で高まると予想される資産運用及び資産保全

ニーズや、セカンドライフ以降で希望するライフスタイルの実現に適したソリューションや、終活関連ソリュー

ションの提案力を高めてまいります。

他方で一定水準以上の収入や資産を保有する顧客においては、一般的なファミリー層とは異なる金融ニーズが

存在します。相続や事業承継等が代表的なテーマとなりますが、当該テーマ等に付随する一連の課題に対し、当

社グループのソリューションを統合することによるコンサルティングを強化するほか、当該顧客層との接点形成

も同時に強化してまいります。

 

c．当社グループの強み・資産を活かした新領域へのチャレンジ

当社グループでは、ワンストップサービスの提供を通じて保険・証券・住宅ローン・不動産といった金融商品

に関する幅広い知見を有しているほか、税や社会保障制度、金融経済知識等の付随する知識・情報を顧客に提供

してまいりました。加えて顧客に対する深い洞察や、これらを統合・体系化した上で「コンサルタント教育」に

応用する知見も同時に有しております。

今後、このような当社グループの強みや「broadtalk」や「マネパス」に代表されるデジタルプロダクトを統

合し、「金融リテラシーの向上」、「金融サービス事業者向けの課題解決」といったテーマを中心にBtoC・

BtoBtoE・BtoB向け等の各方面に対するサービス開発にも注力し、新たな収益モデルの確立を図ってまいりま

す。

 

（４）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

①優秀な人材の確保及び育成

営業部門組織の質・量の拡大を目的に優秀な人材の確保及び育成が継続的な課題であり、採用市場の変化を捉え

ながら採用手法の多様化を進めることで候補者との接点拡大を図るほか、当社グループ事業の独自性や職場として

の魅力を訴求することで採用効率の向上及び定着を図ってまいります。また、コンサルタント採用後の利益貢献の

早期化を目指し、教育体制の強化とデジタルを活用した効率化も平行して進めてまいります。

 

②当社グループのサービスの認知度向上

当社グループでは１人でも多くのお客様と接点を持つことが継続的な課題であり、消費者及び提携先等からの認

知度を高める必要があると考えております。当社グループの提供価値は、パーソナルファイナンスの領域におい

て、今後も我が国ではより一層求められるものだと考えております。そこで、当社グループの提供価値を、広く適

切に伝える必要があると考えております。具体的な対応策として、Webプロモーションを中心とした広告宣伝活動

に注力するほか、広報活動を強化してまいります。

 

③サービスのデジタル化に向けての体制構築

マーケティングやコンサルティング、アフターフォローといった価値提供プロセスのデジタル化が中長期的な戦

略の実行を加速させるための重要課題であり、ITやテクノロジーに対し深い知見を有する社外リソース等も柔軟に

活用しながら、サービス開発体制の強化を図ってまいります。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】

当社グループは、「金融の力を解き放つ」をパーパスに、「金融に倫理を、人生に自由を」をミッションに掲げて

おります。単なる金融商品の提供に止まらず、金融サービス業に見られる顧客と事業者との間の情報の非対称性を解

消することにも注力しながらコンサルティングサービスを提供しておりますが、当社サービスにより、１人でも多く

の方がパーソナルファイナンスの観点でサステナブルになることを通じて持続可能な社会の実現を目指しておりま

す。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1）ガバナンス及びリスク管理

サステナビリティに関するガバナンス及びリスク管理については、リスク管理規程を定め、リスク管理体制の整備

及びリスク事案への対応を行っています。詳細につきましては「第４　提出会社の状況　４　コーポレート・ガバナ

ンスの状況等　(1）　コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりです。

 

(2）人的資本に関する戦略

当社事業はコンサルティングサービスを基軸としており、価値提供及び競争力の源泉は人材にあると考えておりま

す。コンサルタントを中心とする人材の育成及び定着、及び成長戦略の推進に向けた多様な人材の確保が中長期的な

企業価値の向上に資するとの認識のもと、以下の取組を推進してまいります。

 

①人材の採用及び育成について

当社グループの主力事業であるフィナンシャルパートナー事業は、コンサルタントを中心とした優秀な人材の採

用・育成及び定着が成長戦略推進にあたって重要なテーマとなります。

当社グループでは、年齢や性別を問わず、経営理念（パーパス及びミッション）や事業内容に強く共感頂いた候補

者を採用することで人材の多様性を確保しております。また、育成においてはコンサルティングサービスの提供にあ

たり必要となるライフプランニングに関連する知識、幅広い商品知識、徹底した顧客志向等のマインドセットの育成

に注力しており、教育コンテンツのデジタル化による効率的な教育と専任の教育部門によるフォローアップを合わ

せ、「人とデジタルを融合させた」教育を推進することで、成長戦略の最重要項目である「コンサルタントの増員と

知識・スキルレベルの高位平準化」を図ってまいります。

 

②人材の定着に向けた環境整備について

コンサルタントとしてのキャリアアップを支援する各種制度の整備だけでなく、従業員のライフステージや家族の

状況に合わせた柔軟な働き方を支援する制度や、成長戦略の推進に伴い広がるサービスや新領域において、本人の志

向や適正を考慮しながら最適配置を行うといった、人事政策の面からもエンゲージメントの向上を図ってまいりま

す。

 

③取組における指標と実績

人材の定着に関する指標である離職率について、2023年３月末時点での実績は12.3％でありますが、上記取組を通

じたエンゲージメントのさらなる向上を図ってまいります。

また、今後も年齢や性別を問わず、また多様な経験を持つ人材の確保を図ってまいります。指標の１つである女性

管理職比率については、2023年３月末時点で2.6％でありますが、今後も多様な人材が活躍できる環境の整備に努め

てまいります。
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３【事業等のリスク】

本書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクは、以下のとおりであり

ます。

なお、文中にある将来に関する事項は、本書提出日時点において当社グループが判断したものであります。

 

（１）生命保険会社との関係について

当社グループでは保険代理店業が業績の大部分を占めており、直近２期間（2022年３月期及び2023年３月期）につ

いて、生命保険契約に係る代理店手数料は当社グループの売上高のそれぞれ76.9％、68.5％を占めております。な

お、その中でも特にメットライフ生命保険株式会社については当社グループ売上高に占める割合が2022年３月期で

45.0％、2023年３月期で45.0％となっております。

今後、生命保険以外の商品の提案力強化等により多角化を図ってまいりますが、メットライフ生命保険株式会社を

始めとした保険会社の営業政策の変更や財政悪化等の理由により、代理店手数料体系又は手数料率が変更された場合

や万が一保険会社が破綻した場合のほか、生命保険会社が代理店手数料規程等で定める業績及び品質基準に到達せ

ず、手数料率が変更された場合等により代理店手数料収入が低減する可能性があります。また、何らかの事由により

保険会社の風評が悪化した場合等において当社グループが媒介した保険契約が解約される等の可能性がありますが、

いずれにつきましても当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（２）競合について

当社グループは金融機関からは独立した金融サービス企業であり、保険・証券投信・住宅ローン・不動産の流通の

一翼を担っております。同様の金融サービス企業として、来店型ショップに代表される乗合保険代理店、IFA法人、

住宅ローン販売会社等が挙げられ、これらの企業を競合として認識しておりますが、当社グループでは顧客に対する

ライフプランニングの実施を価値提供の源泉としており、顧客のライフプラン上の課題やライフイベントに応じて業

態の垣根を越えてワンストップで提供することで他社との差別化を図っております。

しかしながら、当社グループのサービス品質の低下や、競合が当社グループのサービスの方向性に追従することで

差別化が図れなくなった場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

そのほか、2021年11月に創設された金融サービス仲介業について、2023年３月末時点での登録事業者数は６社です

が、参画する企業の増加等により、消費者が金融サービスを受けるにあたり金融商品そのもの、金融商品の比較・選

択の方法、金融機関とのコミュニケーションのあり方等が抜本的に変化する可能性があります。これらを背景に将

来、消費者の金融意識や行動が変容し、新たにフィンテック企業等が競合となる可能性がありますが、当社グループ

を含む既存の金融サービス業者の価値が相対的に低下した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与え

る可能性があります。

 

（３）市場について

我が国の経済情勢の見通しについては依然として不透明感が強く、特に少子高齢化の進展に伴う年金財政に対する

不安が、一般消費者の間で広まっております。これらを背景に消費者の間でパーソナルファイナンスの重要性が浸透

しつつあり、他方で様々な選択肢の中から自ら金融商品を比較した上で、選択するといった金融行動の変容も起こっ

ております。

消費者の意識及び行動変容を受け、金融機関から独立した乗合保険代理店やIFA法人等の金融サービス業者の存在

感が高まりつつあり（なお、当社グループは左記業態も包含した金融サービス業者であります）、今後も金融商品の

流通チャネルとして、乗合保険代理店やIFA市場は安定的かつ継続的に成長するものと認識しております。

しかしながら、我が国の今後の経済情勢や消費者の金融に関する意識及び行動の変容は、新しい金融サービスの登

場があった場合に、市場の成長が鈍化する可能性も否定できず、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与え

る可能性があります。

 

（４）新型コロナウイルス等の感染症について

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、当社グループにおいても顧客の要望に応じてオンライン面談も活用した

サービス提供を進めてまいりました。

新型コロナウイルスやインフルエンザ等の感染症の流行等が発生した場合、国内全体あるいは特定地域における経

済活動が縮小し、コンサルティングの機会が低減する可能性がありますが、2021年３月期以降、顧客及び従業員の安

全確保を念頭に置いたオンラインでのサービス提供体制を強化してまいりました。

オンライン面談の浸透により相談受付件数は堅調に推移したほか、オンライン面談の品質向上を通じて、成約率に

世帯ANP単価を乗じた生産性指標も回復を遂げ、新型コロナウイルス感染症が営業活動上の支障となることはありま

せんでした。しかしながら想定を超える感染拡大が予見される場合、上記取組みの実施に関わらずコンサルティング

の機会が低減し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（５）自然災害等の予期せぬ要因が与える影響について

当社グループでは、クレジットカード会社・流通小売会社・通信会社等に代表される大手企業とのアライアンスを

強化し、見込み客を安定的かつ継続的に確保する仕組みを作り上げてまいりましたが、自然災害や人為災害、テロ、
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戦争等の予期せぬ事態が発生した場合等、提携企業又は当社グループの判断により、コンサルティングの機会が低減

する可能性があります。

不測の事態に備え提携企業を拡充することでリスクの低減を図っておりますが、事態の規模等の状況によっては当

社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（６）法的規制及び業界内の自主規制について

当社グループの事業運営にあたっては、下表に示す主な事業ごとに登録又は許認可が必要となります。

許認可等の名称 有効期限 法令違反の要件及び主な許認可取消事由

生命保険の募集人資格

有効期限の定めはあり

ません（募集人として

代理店等に所属する間

有効）

＜法令違反の要件＞

・保険業法第三百条

・保険業法第三百七条

保険事業は個人に対する資格のため、企業に対する直接の罰則はあ

りません。

ただし法令違反の程度によっては、保険会社の判断により委託契約

を解除される可能性はあります。

損害保険の募集人資格

募集人資格認定日から

５年６か月後の応答日

の属する末日

＜法令違反の要件＞

・保険業法第三百条

・保険業法第三百七条

保険事業は個人に対する資格のため、企業に対する直接の罰則はあ

りません。

ただし法令違反の程度によっては、保険会社の判断により委託契約

を解除される可能性はあります。

証券外務員資格 外務員登録後５年
＜法令違反の要件＞

金融商品取引法第六十四条の五

宅地建物取引士
宅地建物取引士証交付

後５年

＜法令違反の要件＞

宅地建物取引業法第十七条の十四

貸金業務取扱主任者 主任者登録日から３年

＜法令違反の要件＞

貸金業法第二十四条の二十七第一項各号（第七号を除く）のいずれ

か

金融商品仲介業者登録 なし

一　金融商品取引法第二十九条の四各号に該当することとなったと

き。

二　不正の手段により第六十六条の登録を受けたとき。

三　金融商品仲介業に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の

処分に違反したとき。

銀行代理業許可 なし

一　銀行法第五十二条の三十八第一項各号に掲げる基準に適合しな

くなったとき。

二　不正の手段により銀行法第五十二条の三十六第一項の許可を受

けたことが判明したとき。

三　銀行法第五十二条の三十六第一項の許可に付した条件に違反し

たとき。

四　法令又は法令に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき。

五　公益を害する行為をしたとき。

電気通信事業者登録 なし

電気通信事業法第十四条

一　当該第九条の登録を受けた者がこの法律又はこの法律に基づく

命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害

すると認めるとき。

二　不正の手段により第九条の登録、第十二条の二第一項の登録の

更新又は前条第一項の変更登録を受けたとき。

三　第十二条第一項第一号から第四号まで（第二号にあっては、こ

の法律に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。）のい

ずれかに該当するに至つたとき。

 

当社グループでは、事業に関連する法律のほか、監督官庁の指針及び業界内のガイドラインを遵守すべく、コンプ

ライアンス部門や内部監査部門が主体となって各業務をモニタリングし、PDCAサイクルを回すことによる体制づくり

に努めております。これまで当社グループの事業継続に支障を来す等の事案は発生しておりませんが、今後も社内で

のコンプライアンス体制強化のため、従業員一人一人のコンプライアンス意識の醸成に向けた不断の取組みを行って

まいります。
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しかし、万が一これら遵守すべき法律等に抵触した場合、若しくは抵触したとの疑いが持たれた場合、顧客からの

訴訟に発展する可能性があるほか、所属金融機関や当局からの指導により業務改善や業務の一部停止等の要請を受け

る可能性があり、新規募集等が停滞することで当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がありま

す。

 

（７）個人情報保護について

当社グループでは、サービス提供の過程で多量の個人情報を取得、保有しております。個人情報の保護について

は、2022年４月１日に施行された「改正個人情報保護法」で規定される事項を遵守するだけでなく、一般財団法人日

本情報経済社会推進協会（JIPDEC）が認証する「プライバシーマーク」の認定を通して個人情報の管理・保護に係る

体制強化に努めております。

個人情報の管理にあたっては、当社導入のCRMシステムの使用・閲覧権限を各従業員の業務特性を勘案しながら設

定する等、不必要に個人情報を閲覧することのないようにシステムを運用しているほか、従業員に貸与している情報

機器を万が一紛失してしまった場合にも、自動的にログインを規制する、端末内のデータを時限的に削除する等の措

置を外部からの遠隔操作で実施できるよう対策を取っております。

しかしながら、何らかの事由により個人情報の外部漏洩や紛失、それらによる不正利用が発生した場合、顧客及び

提携先の信用低下を招来する可能性があるほか、訴訟や損害賠償請求等の対応に係る多額の費用が発生することによ

り、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（８）人材の確保及び育成について

当社グループの事業は、コンサルティングセールスを通して良質な金融サービスをより多くの方に届けることが本

質であり、価値提供にあたっては人材が大きな役割を果たします。そのため、優秀な人材の確保及び育成が重要であ

ると考えておりますが、採用市場の変化を捉えながら採用手法の多様化を進めることで候補者との接点拡大を図るほ

か、当社グループ事業の独自性や職場としての魅力を訴求することで採用効率の向上及び定着を図ってまいります。

また、コンサルタントの育成については教育部門が主管となり、習得すべき知識・ノウハウを体系化しており、引き

続き育成機会の多様化・均等化を図ってまいります。

しかしながら、上記取組みの実施に関わらず何らかの事由により人材の採用並びに育成が計画通り進まない、ある

いは定着が図れない場合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（９）システム障害について

当社グループの事業はシステム管理の下で行われておりますが、顧客情報を一元管理するCRMシステムは、金融情

報システムセンター（FISC）が作成した「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準・解説書」で規定されて

いる安全対策基準に対応しており、高度なセキュリティ環境下で顧客情報等を管理しています。

当システムはインターネット環境に大きく依存しておりますが、自然災害や人為災害、又は外部からの不正アクセ

スによるネットワーク障害、その他標的型メールやマルウェアによるウイルス感染等のサイバー攻撃が発生した場合

を想定し、定期的にデータのバックアップを行っており、システム障害による影響を極力減らすよう対策を取ってお

ります。また、ファイルサーバ等を含む社内システムにつきましても、BCP対策の一環としてクラウド化を推進して

おり、災害発生時等のシステムダウンリスクの低減を図っております。

しかしながら、システム障害が発生し、その影響が長期間に亘った場合等においては、業務の円滑性が損なわれ、

当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（10）税制改正が当社グループに与える影響について

保険商品について今後保険料の計上に係る税務上の取扱いが変わった場合、保険に対する顧客ニーズの変化を招き

保険商品の新規募集の減少となる可能性があります。その他当社グループが提供する商品に関連する税制改正が行わ

れた場合、顧客ニーズの変化や商品の優劣変動等が生じる可能性がありますが、税制について常に動向を確認しなが

ら、顧客ニーズに最も適したソリューションの提供に努めてまいります。
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（11）不動産関連事業について

当社グループが提供する不動産については、不動産関連事業を専門とする子会社を通じて提供しております。子会

社では仲介業務の他、資産形成・運用等に対するソリューションの一環として不動産の開発、販売を主たる業務とし

ております。不動産開発販売においては、一定以上の資産をお持ちの当社顧客の中で、過去に生命保険や不動産等の

追販を通じて長く顧客関係を維持している方を基本に提案しているほか、当社顧客以外についても提携している税理

士及び不動産関連企業とのアライアンスを強化しており、販路を確保している状態にあります。そのような中で、物

件の仕入れ及び開発から顧客への引き渡しまでおよそ１年半を要し、販売期間を十分に確保していることと合わせ、

在庫リスクを回避しております。

しかしながら、市況変化や顧客ニーズの変化等により物件の仕入れや販売量の減少が生じる可能性があるほか、販

売価格の下落やキャンセル等により売却収入が得られない場合、棚卸資産の評価損の発生により、当社グループの財

政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（12）固定資産の減損損失リスクについて

当社グループは有形固定資産及び無形固定資産を保有しておりますが、これらの資産については減損会計を適用し

ております。有形固定資産について、時価の下落等により当該資産から得られる割引前将来キャッシュ・フローが投

資額を下回る場合には、当該資産の回収可能性を慎重に検証し、必要に応じて適切に減損処理を行っております。

他方で当社グループは事業上の関係構築等を目的とした出資による投資有価証券を保有しておりますが、投資有価

証券の評価は発行会社の財政状態や経営成績等の個別の事情又は株式市場等の動向に依存いたします。当社グループ

が保有する投資有価証券について、発行体の信用力悪化、又は取得当初の事業計画の達成蓋然性が低下した等を受

け、実質的価値が低下あるいは時価が低下した場合、投資有価証券評価損を計上いたします。

今後、当社グループ事業の成長を加速させるために様々な領域で投資を実行する可能性がありますが、固定資産が

増加する一方で将来の環境変化等により投資の回収が見込めない場合、減損損失額が増大することにより当社グルー

プの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

以上のリスクへの対応策として、当該会社の純資産、投資時からの事業計画の進捗、将来見込み等を継続的に精査

し、リスクを軽減する施策を講じております。

 

（13）企業買収や資本提携等について

当社グループでは新規事業やサービスの拡大のため、企業買収や資本提携等をその有効な手段のひとつとして位置

付けており、必要に応じて実施する方針であります。今後、企業買収や資本提携等を検討する際には、候補企業の事

業内容及び財務内容、法務等について、詳細なデュー・デリジェンスを行うことで各種リスクの低減を図ると同時に

投資効果を慎重に判断してまいります。

しかしながら、調査の段階では想定されなかった事象の発生や環境変化等により期待された成果が得られない場

合、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

 

（14）調達資金の使途について

当社グループが実施いたしました新規株式公開に伴う公募増資による調達資金については、優秀な人材の確保及び

定着、再販機会の創出に係るサービス及びシステム等の開発、当社グループの認知度向上を目的とした広報及びマー

ケティング活動に充当していく予定であります。

しかしながら、経営環境の変化により今後の事業計画の変更が必要となり、調達資金を上記以外で使用する可能性

がありますが、調達資金の使途に変更が生じた場合には速やかに開示を行う予定であります。

また、当初の計画に沿って調達した資金を使用した場合でも、想定していた投資効果が得られない可能性がありま

すが、常に経営環境の変化を適切に捉え、取締役会等の会議体の中で十分な投資効果が期待できる投資先の選別を図

ることで対応してまいります。

 

（15）訴訟リスクについて

当社グループの事業特性上、当社グループに帰属するクレームや損害賠償等の訴訟が発生する場合、コンサルティ

ングセールスの過程におけるものが多数でありますが、募集の実態についてはコンプライアンス室によるモニタリン

グ及び内部監査によって把握し、その結果、特に十分な理解を要すると判断された事項についてはコンプライアンス

研修等で注意喚起を促しております。また、顧客から寄せられた不満や意見要望等を「お客様の声」として収集して

おり、コンプライアンス部門による集約後、コンプライアンス委員会や執行責任者会議等での事例共有を経てコンプ

ライアンス研修等で注意喚起を促しております。

個別に顧客からクレームを寄せられた、あるいは損害賠償等の訴訟を提起された場合、当社グループの財政状態及

び経営成績に対する影響は軽微であると認識しておりますが、多数の顧客に対する補償が必要となり金額が多額に

上った場合、また、クレーム及び訴訟等に起因して提携先又は所属金融機関等から何らかの処分が下された場合、当

社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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（16）風評リスクについて

当社グループの業態は、顧客や提携先、所属金融機関等からの信用に大きく影響を受けます。そのため、必ずしも

正確な情報に基づいたものでないものや事実と異なる評判等がソーシャルネットワーキングサービス（SNS）やイン

ターネットへの書き込み、マスコミ報道等により流布された場合、社会的信用が毀損する可能性がありますが、社内

ガイドラインを策定の上で社内教育を強化するほか、当社グループの評判に悪影響を及ぼす事案が発生した場合は、

対象事案に迅速に対応すると同時に、必要に応じて適切な情報や企業姿勢等を公表することで、当社グループの信用

維持に努めてまいります。

しかしながら、上記取組みの実施に関わらず、流布された内容や程度によっては当社グループ事業の拡大及び継続

性に対し直接的あるいは間接的に損失を与え、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がありま

す。

 

（17）新株予約権について

当社グループでは、取締役及び従業員に対し、長期的な企業価値向上に向けたインセンティブとして新株予約権を

付与しております。本書提出日現在で本制度に係る潜在株式数は650,000株であり、発行済株式総数の11.9%となって

おります。今後も役職員の士気向上あるいは優秀な人材の確保のため本制度を継続することが考えられますが、これ

ら新株予約権が権利行使された場合、既存株主の株主価値が希薄化される可能性があります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）経営成績等の状況の概要

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次

のとおりであります。

①財政状態及び経営成績の状況

（資産）

当連結会計年度末における流動資産は4,064,563千円となり、前連結会計年度末に比べ486,926千円増加いた

しました。これは主に販売用の不動産を売却したことにより販売用不動産が260,568千円減少したものの、現

金及び預金が298,405千円増加、及び販売用の不動産仕入等が進行したことにより仕掛販売用不動産が472,617

千円増加したことによるものであります。固定資産は562,319千円となり、前連結会計年度末に比べ75,637千

円増加いたしました。これは主にソフトウエアの開発を行ったことにより無形固定資産が32,594千円増加、及

び繰延税金資産が増加したことにより投資その他の資産が38,429千円増加したことによるものであります。

この結果、総資産は4,626,882千円となり、前連結会計年度末に比べ562,563千円増加いたしました。

 

（負債）

当連結会計年度末における流動負債は1,062,752千円となり、前連結会計年度末に比べ114,324千円増加いた

しました。これは主に返金負債が55,556千円増加、及び未払金が75,054千円増加したことによるものでありま

す。固定負債は11,912千円となり、前連結会計年度末に比べ9,112千円増加いたしました。これは長期借入金

が4,912千円増加、及び資産除去債務が4,200千円増加したことによるものであります。

この結果、負債合計は1,074,664千円となり、前連結会計年度末に比べ123,436千円増加いたしました。

 

（純資産）

当連結会計年度末における純資産合計は3,552,217千円となり、前連結会計年度末に比べ439,126千円増加い

たしました。これは主に剰余金の配当により利益剰余金が84,318千円減少及び海外子会社の清算により為替換

算調整勘定が46,076千円減少したものの、親会社株主に帰属する当期純利益の計上により利益剰余金が

535,117千円増加したことによるものであります。

この結果、自己資本比率は76.6％（前連結会計年度末は76.6％）となりました。

 

（経営成績）

当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の出口戦略を模索する中で、我が国と欧米諸国との

間で金融政策の歩調が異なること等により金利差が拡大し、円安及び物価上昇が続いた結果、我が国の経済及

び家計の見通しは益々不透明さを増しております。

他方で政府により「資産所得倍増プラン」が打ち出されたことを受け、NISAやiDeCoを軸とした資産形成に

対するニーズは益々高まりを見せております。

このような環境の下、当社グループに対する相談も多く寄せられ、ライフプランニングを土台に保険・証

券・住宅ローン・不動産をワンストップで提供してまいりましたが、当連結会計年度においては、マクロ経済

環境の変化等を受け、資産形成商品に関するご相談が増加いたしました。

また、コンサルタントの営業生産性の向上にも注力しており、コンサルタント教育の効率化を軸に、効率的

な事業運営に努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度における経営成績は、売上高4,324,120千円（前年同期比19.4％増）、営業利益

618,805千円（同25.9％増）、経常利益651,961千円（同26.9％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

535,117千円（同63.4％増）となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ298,405

千円増加し、当連結会計年度末には2,812,038千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、得られた資金は427,127千円（前年同期は26,028千円の獲得）となりました。これは主に

税金等調整前当期純利益758,142千円等があった一方、法人税等の支払額219,739千円、棚卸資産の増加額

212,049千円等があったことによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、使用した資金は17,434千円（前年同期は551,848千円の獲得）となりました。これは主に

投資有価証券の償還による収入31,690千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入11,573千円

があった一方、無形固定資産の取得による支出27,859千円、有形固定資産の取得による支出20,857千円等が

あったことによるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、使用した資金は112,022千円（前年同期は264,162千円の使用）となりました。これは主に

株式の発行による収入22,268千円があった一方、配当金の支払額84,247千円、短期借入金の純減額50,000千円

等があったことによるものであります。

 

③生産、受注及び販売の実績

ａ．生産実績

当社グループで行う事業は、提供するサービスの性格上、生産実績の記載になじまないため、当該記載を省

略しております。

 

ｂ．受注実績

当社グループで行う事業は、提供するサービスの性格上、受注実績の記載になじまないため、当該記載を省

略しております。
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ｃ．販売実績

当連結会計年度の販売実績は、次のとおりであります。なお、当社グループはフィナンシャルパートナー事

業の単一セグメントであるため、事業別に記載しております。

事業の名称
当連結会計年度

（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

前年同期比（％）

生命保険代理店業（千円） 2,961,229 106.4

損害保険代理店業（千円） 217,530 124.9

金融商品仲介業（千円） 103,194 179.3

住宅ローン代理業（千円） 18,245 61.0

不動産販売業（千円） 784,322 181.6

その他（千円） 239,597 165.8

合計（千円） 4,324,120 119.4

　（注）最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。

相手先

前連結会計年度
（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

メットライフ生命保険株式会社 1,630,077 45.0 1,946,936 45.0

 

（２）経営者の視点による経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営者の視点による当社の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、本書提出日現在において判断したものであります。

①重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものについては、第５　経理の

状況　１　連結財務諸表等　（１）連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）に記載のとおりでありま

す。

 

②経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容については、「（１）経営成績等の状況の概要」に含めて

記載しております。

 

③資本の財源及び資金の流動性

当社グループにおける主な資金需要としては、人件費等の営業費用、不動産販売業における不動産仕入等であ

ります。これらの資金需要につきましては、自己資金を基本としつつ、必要に応じて最適な方法による資金調達

にて対応する方針であります。

資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローを源泉に流動性の確保を図っておりますが、よ

り柔軟かつ安定的な流動性の確保を目的として、取引金融機関と総額500,000千円の当座貸越契約を締結してお

ります。

 

④経営成績に重要な影響を与える要因について

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については、「３ 事業等のリスク」に記載しておりま

す。
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５【経営上の重要な契約等】

代理店業務委託契約

①生命保険会社

代理店業務委託契約を締結している生命保険会社は次のとおりです。当該契約の概要は、保険募集の媒介を行

い、契約締結に至ったものにつき代理店手数料を受けるというものです。

楽天生命保険株式会社

エヌエヌ生命保険株式会社

アクサ生命保険株式会社

アクサダイレクト生命保険株式会社

朝日生命保険相互会社

アフラック生命保険株式会社

メットライフ生命保険株式会社

オリックス生命保険株式会社

ジブラルタ生命保険株式会社

住友生命保険相互会社

ソニー生命保険株式会社

SOMPOひまわり生命保険株式会社

第一生命保険株式会社

第一フロンティア生命保険株式会社

ネオファースト生命保険株式会社

東京海上日動あんしん生命保険株式会社

日本生命保険相互会社

SBI生命保険株式会社

FWD生命保険株式会社

ニッセイ・ウェルス生命保険株式会社

マニュライフ生命保険株式会社

三井住友海上あいおい生命保険株式会社

大樹生命保険株式会社

メディケア生命保険株式会社

チューリッヒ生命保険株式会社

富国生命保険相互会社

明治安田生命保険相互会社

はなさく生命保険株式会社

なないろ生命保険株式会社

Ｔ&Ｄフィナンシャル生命保険株式会社
 
②損害保険会社

代理店業務委託契約を締結している損害保険会社は次のとおりです。当該契約の概要は、保険募集の代理等を

行い、契約締結に至ったものにつき代理店手数料を受けるというものです。

AIG損害保険株式会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

Chubb損害保険株式会社

スター・インデムニティ・アンド・ライアビリティ・カンパニー

損害保険ジャパン株式会社

セコム損害保険株式会社

セゾン自動車火災保険株式会社

東京海上日動火災保険株式会社

キャピタル損害保険株式会社

三井住友海上火災保険株式会社

ソニー損害保険株式会社

楽天損害保険株式会社

ユーラーヘルメス信用保険会社

日新火災海上保険株式会社

SBI損害保険株式会社

アメリカンホーム医療・損害保険株式会社
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③金融商品仲介業

金融商品仲介業に係る業務委託契約を締結している証券会社等は次のとおりです。当該契約の概要は、金融商

品の売買の媒介を行い、契約締結に至ったものにつき代理店手数料を受けるというものです。

楽天証券株式会社

ウェルスナビ株式会社

PWM日本証券株式会社

株式会社SBI証券

AlpacaJapan株式会社

ソニー銀行株式会社

 

④住宅ローン代理業

住宅ローン代理業に係る業務委託契約を締結している会社は次のとおりです。当該契約の概要は、金銭消費貸

借契約の媒介を行い、契約締結に至ったものにつき代理店手数料を受けるというものです。

株式会社クレディセゾン

 

⑤銀行代理業

銀行代理業に係る業務委託契約を締結している会社は次のとおりです。当該契約の概要は、銀行業務に係る契

約の締結の媒介を行い、契約締結に至ったものにつき代理店手数料を受けるというものです。

ソニー銀行株式会社

 

６【研究開発活動】

該当事項はありません。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

当社グループにて実施した設備投資の総額は46,546千円であり、その主なものは、福岡コールセンター新事務所開

設費用9,475千円、コールセンター向けシステム開発費用（開発継続中）17,600千円、動画配信システム開発費用

6,000千円であります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

また、当社グループの事業セグメントは、フィナンシャルパートナー事業の単一セグメントであるため、セグメン

ト別に記載しておりません。
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２【主要な設備の状況】

　当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1）提出会社

2023年３月31日現在
 

事業所名
(所在地)

設備の内容

帳簿価額

従業員数
（人）建物

（千円）

工具、器具及び
備品

（千円）

無形固定資産
（千円）

合計
（千円）

本社

（東京都渋谷区）他２拠点

本社事務所

コールセンター

営業店舗

33,281 12,245 50,740 96,267
166

（57）

大阪支社

（大阪府大阪市中央区）
支社事務所 6,049 727 － 6,776

29

（0）

名古屋支社

（愛知県名古屋市中区）
支社事務所 1,091 302 － 1,393

8

（0）

福岡支社

（福岡県福岡市中央区）他１拠

点

支社事務所

コールセンター
8,991 1,931 － 10,923

9

（50）

金沢支社

（石川県金沢市）
支社事務所 258 199 － 457 5

フジグラン北島店

（徳島県北島市）他１店
営業店舗 553 － － 553

4

（1）

フジグラン川之江店

（愛媛県四国中央市）他３店
営業店舗 614 － － 614

8

（0）

フジグラン高知店

（高知県高知市）他２店
営業店舗 132 － － 132 5

フジグラン丸亀店

（香川県丸亀市）
営業店舗 310 － － 310

1

（2）

ラザウォーク甲斐双葉店

（山梨県甲斐市）
営業店舗 334 － － 334

1

（2）

（注）１．すべての事業所は賃借しており、その年間賃借料（共益費を含む）は177,766千円であります。

２．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用

者数（アルバイト・パートタイマーを含み、人材派遣会社からの派遣社員を除く。）は、年間の平均人員を

（　）外数で記載しております。

３．当社は、フィナンシャルパートナー事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

４．帳簿価額の無形固定資産は、のれん、ソフトウエア、商標権等であります。

 

(2）国内子会社

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(3）在外子会社

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

(1）重要な設備の新設等

該当事項はありません。

 

(2）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 18,280,000

計 18,280,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2023年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2023年６月30日）

上場金融商品取引所名又は登録
認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 5,478,416 5,478,416
東京証券取引所

グロース市場

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は100株です。

計 5,478,416 5,478,416 － －

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、2023年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第５回新株予約権

決議年月日 2018年７月26日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数（名） 当社代表取締役　１

新株予約権の数（個）※ 1,500

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　150,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 305（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2020年６月１日

至　2028年７月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格：　305

資本組入額：152.5（注）３

新株予約権の行使の条件※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締

役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　当事業年度の末日（2023年３月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現

在（2023年５月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の

前月末現在における記載を省略しております。

（注）１．本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株

とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の

結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（又は併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場

合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと

する。
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２．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式

の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 新規発行前の１株当たり時価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる

自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ

れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整

を行うことができるものとする。

３．①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

４．①本新株予約権の割当を受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）は、2020年３月期から2024年３月

期までのいずれかの期の当社損益計算書（連結損益計算書を作成した場合には、連結損益計算書とす

る。）における営業利益が、550百万円を超過した場合にのみ本新株予約権を行使することができる。な

お、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合に

は、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

②本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社の子会社・関連会社の取締

役、従業員及び顧問であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由が

あると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

③本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑤本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５．①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、

又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承

認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来を

もって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②本新株予約権者が権利行使をする前に、（注）４に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなっ

た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

③当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条

第３項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断す

る者に対して行えば足りるものとする。ただし、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、

通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。
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６．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、（注）１に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

（注）２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新

株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注）３に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

（注）４に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

（注）５に準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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第６回新株予約権

決議年月日 2018年７月26日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数（名）
当社取締役　２

当社従業員　４

新株予約権の数（個）※ 150[－]

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　15,000[－]

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 305（注）

新株予約権の行使期間※
自　2020年７月27日

至　2028年７月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格：　305

資本組入額：152.5

新株予約権の行使の条件※

①新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約

権者」という。）は、権利行使時においても、当社又

は当社子会社の取締役、監査役及び従業員の地位にあ

ることを要するものとする。ただし、任期満了による

退任、定年退職による場合その他取締役会が正当な理

由があると認めた場合は、行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続

を認めないものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項※
新株予約権を譲渡により取得するには、当社取締役会

の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に

従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付す

る旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じ

て、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するも

のとする。

ⅰ合併（当社が消滅する場合に限る。）

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株

式会社

ⅱ吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する

権利義務の全部又は一部を承継する株式会社

ⅲ新設分割

新設分割により設立する株式会社

ⅳ株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得

する株式会社

ⅴ株式移転

株式移転により設立する株式会社

※　当事業年度の末日（2023年３月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現

在（2023年５月31日）にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[　]内に記載して

おり、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。なお、2023年５月19日開催

の当社取締役会において、付与者の一部が退職したことに伴い自己新株予約権となっていた第６回新株予約権150

個を消却することを決議し、同日付で消却いたしました。

（注）新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の計算式

により行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式に

より行使価額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 募集株式発行前の株価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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第７回新株予約権

決議年月日 2018年７月26日臨時株主総会決議

付与対象者の区分及び人数（名） 当社取引先　２

新株予約権の数（個）※ 5,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）※ 普通株式　500,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 305（注）２

新株予約権の行使期間※
自　2020年６月１日

至　2028年７月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額（円）※

発行価格：　305

資本組入額：152.5（注）３

新株予約権の行使の条件※ （注）４

新株予約権の譲渡に関する事項※
譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締

役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ （注）６

※　当事業年度の末日（2023年３月31日）における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現

在（2023年５月31日）において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の

前月末現在における記載を省略しております。

（注）１．本新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株

とする。

なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下

同じ。）又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株

予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の

結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割（又は併合）の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場

合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものと

する。

２．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、１株あたりの払込金額（以下、「行使価額」とい

う。）に、付与株式数を乗じた金額とする。

なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整

し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の

処分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式

の移転の場合を除く。）、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 新規発行前の１株当たり時価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる

自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株

式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

さらに、上記の他、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他こ

れらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整

を行うことができるものとする。

３．①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。計算の結果１円未満の端数が生じたと

きは、その端数を切り上げるものとする。

②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
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４．①本新株予約権の割当を受けた者（以下、「受託者」という。）は、本新株予約権を行使することができ

ず、かつ、第７回新株予約権発行要項に別段の定めがある場合を除き、受託者より本新株予約権の付与を

受けた者（以下、「本新株予約権者」という。）のみが本新株予約権を行使できることとする。

②本新株予約権者は、2020年３月期から2024年３月期までのいずれかの期の当社損益計算書（連結損益計算

書を作成した場合には、連結損益計算書とする。）における営業利益が、550百万円を超過した場合にの

み本新株予約権を行使することができる。なお、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照す

べき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとす

る。

③本新株予約権者は、本新株予約権を行使する時まで継続して、当社又は当社の子会社・関連会社の取締

役、従業員及び顧問・業務委託先であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他

正当な理由があると当社取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過するこ

ととなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

５．①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、

又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総会の承

認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来を

もって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②本新株予約権者が権利行使をする前に、（注）４に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなっ

た場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

③当社は相続の対象とならなかった本新株予約権を無償で取得することができるものとし、会社法第274条

第３項に基づく本新株予約権者に対する通知は、本新株予約権者の法定相続人のうち当社が適切と判断す

る者に対して行えば足りるものとする。ただし、法令の解釈によりかかる通知が不要とされる場合には、

通知を省略して本新株予約権を無償で取得することができるものとする。

６．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下、「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。た

だし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収

分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、（注）１に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

（注）２で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記③に従って決定される当該新

株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

（注）３に準じて決定する。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑧その他新株予約権の行使の条件

（注）４に準じて決定する。

⑨新株予約権の取得事由及び条件

（注）５に準じて決定する。

⑩その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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７．第７回新株予約権の詳細

当社の代表取締役社長である伊藤清は、当社の現在及び将来の従業員に対する中長期的な企業価値向上への

インセンティブ付与を目的として、2018年７月17日開催の取締役会決議に基づき、2018年７月26日付で、税

理士小林義典を受託者として、２つの交付日を異にする「時価発行新株予約権信託®」（以下、「本信託

（第７回新株予約権）」といい、それぞれの信託を「信託①」及び「信託②」という。）を設定しており、

当社は本信託（第７回新株予約権）に基づき、小林義典に対して、第７回新株予約権（2018年７月26日臨時

株主総会決議）を発行しております。本信託（第７回新株予約権）の内容は次のとおりです。

名称 新株予約権信託（時価発行新株予約権信託）

委託者 伊藤清

受託者 小林義典

受益者

交付日現在、当グループに在籍又は関与する役職員等のうち、新株予

約権交付ガイドラインに定める要件を充足し、交付日に当社から受益

者としての指定を受けた者

信託契約日（信託期間開始） 2018年７月27日

信託財産
信託①：第７回新株予約権　2,500個

信託②：第７回新株予約権　2,500個

信託期間満了日

信託①：当社の株式が金融商品取引所において上場した日から半年が

経過する日又は上場した上で到来する2024年12月１日のいず

れか早い日の翌営業日（「交付日①」）

信託②：当社の株式が金融商品取引所において上場した日から３年半

が経過する日又は上場した上で到来する2026年12月１日のい

ずれか早い日の翌営業日（「交付日②」）

信託の目的
受託者は、信託期間満了日まで信託財産である新株予約権を管理し、

交付日に受益者が確定し次第、これを受益者に交付する。

受益者適格要件

受益候補者が受益者となるためには、交付日時点において、以下に定

める受益者適格要件を満たす必要があります。

（１）委託者・受託者又はその親族でないこと。

（２）交付日時点において、以下の要件を満たすこと。

①受益候補者となる当グループの取締役は、業務執行取締役に

限るものとする。

②受益候補者となる当グループの従業員は、正社員、契約社

員、嘱託社員に限るものとする。

③受益候補者となる当グループの顧問・業務委託先は、当グ

ループと継続的な契約関係及び取引の実態がある者であっ

て、評価委員会において特に認定された者に限るものとす

る。

なお、受益候補者に対する第７回新株予約権の配分は、信託ごとに①

査定ランクポイントと②インセンティブポイントの評点の２種類に分

けられており、当社のガイドラインで定められたルール等に従い、評

価委員会に置いて決定されます。なお、委託者は評価委員会に参加し

ておりません。

（１）査定ランクポイント

各受益候補者の年間の人事考課結果を総合的に勘案して、評価

委員会によって査定ランクポイントの付与を決定いたします。

（２）インセンティブポイント

社内体制の構築など当社の成長に必要な貢献をした者や営業成

績が年間上位だった者など役職に求められる役割を大きく超え

て企業価値向上に著しく貢献した人物に対して、その貢献度に

応じて、評価委員会によってインセンティブポイントの付与を

決定いたします。
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②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

2020年12月11日

（注）１
4,524,300 4,570,000 － 283,790 － 183,790

2021年３月25日

（注）２
600,000 5,170,000 223,560 507,350 223,560 407,350

2021年４月１日～

2022年３月31日

（注）３

90,000 5,260,000 13,725 521,075 13,725 421,075

2021年４月27日

（注）４
135,000 5,395,000 50,301 571,376 50,301 471,376

2022年４月１日～

2023年３月31日

（注）３

75,000 5,470,000 11,437 582,813 11,437 482,813

2022年８月10日

（注）５
8,416 5,478,416 2,250 585,063 2,250 485,063

（注）１．株式分割（１：100）によるものであります。

２．有償一般募集（ブックビルディング方式による募集）

発行価格　　　　　　810円

引受価額　　　　　　745.20円

資本組入額　　　　　372.60円

払込金総額　　　　　447,120千円

３．新株予約権の行使による増加であります。

４．有償第三者割当（オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資）

発行価格　　　　　　745.20円

資本組入額　　　　　372.60円

割当先　　　　　　　みずほ証券株式会社

５．譲渡制限付株式報酬としての新株発行

発行価格　　　　　　713.00円

資本組入額　　　　　356.50円

割当先　　　　　　　当社の取締役（社外取締役を除く）４名

 

（５）【所有者別状況】

       2023年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状況
（株）

政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 5 16 17 16 4 1,400 1,458 －

所有株式数

（単元）
－ 827 609 10,553 372 7 42,403 54,771 1,316

所有株式数の割

合（％）
－ 1.51 1.11 19.27 0.68 0.01 77.42 100 －

（注）自己株式125,107株は、「個人その他」に1,251単元、「単元未満株式の状況」に７株含まれております。
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（６）【大株主の状況】

  2023年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

伊藤　清 東京都世田谷区 1,541,704 28.80

株式会社クレディセゾン 東京都豊島区東池袋三丁目１番１号 1,000,000 18.68

笹川　治信 東京都港区 685,000 12.80

吉橋　正 東京都世田谷区 617,904 11.54

大西　新吾 東京都江東区 220,004 4.11

玉山　洋祐 愛知県名古屋市熱田区 109,000 2.04

ブロードマインド従業員持株会 東京都渋谷区恵比寿南１丁目５番５号 87,800 1.64

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番10号 35,200 0.66

鵜沢　敬太 東京都世田谷区 33,704 0.63

上村　浩 大阪府大阪市中央区 33,700 0.63

計 － 4,364,016 81.52

（注）　前事業年度末において主要株主でなかった株式会社クレディセゾンは、当事業年度末現在では主要株主となって
おります。

 
 
 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2023年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 125,100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,352,000 53,520 －

単元未満株式 普通株式 1,316 － －

発行済株式総数  5,478,416 － －

総株主の議決権  － 53,520 －

 

②【自己株式等】

    2023年３月31日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株式
数（株）

他人名義所有株式
数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ブロードマインド

株式会社

東京都渋谷区恵比

寿南一丁目５番５

号

125,100 － 125,100 2.28

計 － 125,100 － 125,100 2.28
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 36 43,596

当期間における取得自己株式 － －

（注）当期間における取得自己株式には、2023年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株

式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、株式交付、会社分割に

係る移転を行った取得自己株式
－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 125,107 － 125,107 －

（注）当期間における保有自己株式数には、2023年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式数は含まれておりません。
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３【配当政策】

当社では、中長期的な企業価値向上と株主への適切な利益還元の双方を図ることを重要な経営課題として認識して

おり、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、配当性向

30%を目指し、安定した配当を継続して実施していくことを基本方針としております。

剰余金の配当を行う場合、年１回の期末配当を基本方針としており、期末配当の決定機関は株主総会となっており

ます。また、当社は会社法第454条第５項に規定する中間配当を取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日とし

て行うことができる旨を定款に定めております。

当連結会計年度の配当につきましては、上記方針に基づき期末配当として当期は22円の普通配当に加え、さらに本

年が当社の設立20周年であることから2円の記念配当を加えて、１株当たり24円の配当を実施することを決定しまし

た。この結果、当連結会計年度の配当性向は23.8%となりました。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、継続的な事業拡大及び経営基盤強化

に向けて有効投資してまいりたいと考えております。

なお、当連結会計年度に係る剰余金の配当は以下のとおりです。

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たりの配当額（円）

2023年６月29日
128,479 24

定時株主総会決議
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社では、経営の健全性と効率性、及び高い成長性の実現による企業価値の向上を目的とし、透明性、公正性か

つ迅速性を高め、意思決定のための仕組みを構築することをコーポレート・ガバナンスの基本方針としておりま

す。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は監査役会設置会社であり、独立した外部の視点による監督機能の強化を図るため、社外役員５名（社外取

締役２名及び社外監査役３名）を選任し、全取締役及び監査役とともに取締役会を構成しております。社外取締役

及び社外監査役の豊富な経験と高い見識に基づき意思決定機能を監督する体制を採ることで、経営の基本方針や事

業運営に係る重要な意思決定を行う取締役会の機能を高めております。また、監査役会は会計監査人及び内部監査

室と適宜連携を図ることで機動的かつ実効性の高い監査を可能としております。以上の理由により、現在のコーポ

レート・ガバナンス体制を選択しております。

なお、コーポレート・ガバナンスに係る各機関の詳細は次のとおりです。

 

a．取締役会

取締役会は取締役７名（うち社外取締役２名）で構成され、経営上の意思決定機関として、法令及び定款で定

められた事項を決定するとともに、業務執行状況の監督を行っております。毎月１回定例の取締役会を開催する

他、必要に応じて臨時の取締役会を開催しております。

議長：代表取締役社長　伊藤清

構成員：取締役　吉橋正、取締役　大西新吾、取締役　鵜沢敬太、取締役　岡本功治

社外取締役　福森久美、社外取締役　髙橋直樹

 

b．監査役会

監査役会は、常勤社外監査役１名、非常勤社外監査役２名の合計３名で構成されており、毎月開催される取締

役会に出席し広く意見を述べ、取締役の業務執行状況を監査する役割を担っております。また、監査役会は内部

監査室との連携、情報共有により、より実効性の高い監査が行われるよう努めております。

議長：常勤社外監査役　小林修介

構成員：社外監査役　座間陽一郎、社外監査役　浅田登志雄

 

c．内部監査室

当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しております。内部監査室は専任者１名で構成され、内部監

査年間計画に従い、業務執行の合理性、効率性、適正性、妥当性等について当社全部門及び関係会社を対象に監

査しております。監査結果は、代表取締役社長に報告され、被監査部門責任者に改善事項の指摘を行い、フォ

ローアップ監査により改善状況のモニタリングを実施しております。

 

d．会計監査人

当社では、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、独立した立場から会計監査を受けております。

 

e．執行責任者会議

執行責任者会議（代表取締役社長を議長とし、業務執行取締役、執行責任者、常勤監査役で構成される）は、

取締役会から選任を受け、毎月２回、業務執行の迅速化・効率性向上に向けた審議機関として開催しておりま

す。

議長：代表取締役社長　伊藤清

構成員：取締役　吉橋正、取締役　大西新吾、取締役　鵜沢敬太、取締役　岡本功治

常勤社外監査役　小林修介、執行責任者　上村浩、執行責任者　橋本鉄平、執行責任者　平原直樹
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当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次のとおりです。

 

③内部統制システムの整備の状況

当社は、業務執行及び監督、監査が適切性及び実効性をもって行われるよう「内部統制基本方針」を定めてお

り、当該方針に基づき内部統制に係る体制整備を行っております。

 

a．取締役及び従業員の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

１．「コンプライアンス基本方針」、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス委員会規程」等のコン

プライアンス体制に係る諸規定を遵守した職務執行を行う。

２．コンプライアンス室が業法を中心とした法令遵守徹底に向けた取組を統括し、コンプライアンス委員会（執

行役員を委員長とし、各営業部門部門長、コンプライアンス担当責任者、コンプライアンス室長、内部監査

室長及び常勤監査役にて構成されており、原則として毎月１回開催するほか、必要に応じて随時開催）との

連携を図りながらコンプライアンスの状況の把握・分析及び執行責任者会議への報告を行う。

３．コンプライアンスに関する教育・研修を適宜実施し、コンプライアンス意識の維持・向上を図る。

４．代表取締役社長直轄の内部監査室が、監査役会及び会計監査人との連携・協力のもと内部監査を実施し、職

務の適法かつ適切な運営と内部管理の徹底を図る。

５．当社及び当社子会社の取締役の職務執行が、法令・定款・規程に違反することなく適正に行われていること

を確認するため、監査役による監査を行う。

６．事故や不祥事等のコンプライアンス違反を未然に防止することを目的とし、法令上及び社会通念上疑義のあ

る行為に対して従業員が情報提供を行えるよう内部通報制度を設置・運営する。

 

b．取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

１．取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」等に基づき、適切に保存及び管理を

行う。

２．取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧できるものとする。
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c．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１．「リスク管理規程」に基づき、取締役及び従業員は不測の事態も含めた事業運営に係る様々なリスクを積極

的に予見し、諸リスクの把握、評価に努める。

２．リスクの種類に応じたリスク責任部門を定め、各業務の深い知見に根差したリスク管理体制を構築する。

３．リスクが発見された際には、ビジネスストラテジー本部長に速やかに報告するものとし、ビジネスストラテ

ジー本部長は当該リスクが経営に重大な影響を及ぼすと判断した場合は、取締役会に報告し、その内容に応

じて顧問弁護士、公認会計士等と協議した上で適切な対応を行う。

 

d．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１．取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と業務執行機能を分離し、各管掌部門における業務執行について

は「職務分掌規程」及び「職務権限規程」に沿って各執行責任者が担うこととし、月次で開催される取締役

会において業務執行の監督と業務執行に係る重要な意思決定を行う。なお、必要に応じて臨時取締役会を開

催する。

２．業務執行を円滑に行うために執行責任者会議を月に２回行い、取締役会の審議事項の予備的な審議を行うこ

とで、経営意思の決定や業務執行の迅速化・効率化を図る。

 

e．当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

１．「関係会社管理規程」を定め、子会社の自主性を尊重しつつ、重要事項の執行については当社ビジネススト

ラテジー本部長による指示・管理のもとで当社企業集団としての適正な運営を図る。

２．内部監査室は、当社及び当社子会社の内部監査を実施し、その結果を代表取締役社長に報告する。内部監査

室は「内部監査規程」に基づき、当社のみならず当社子会社も監査対象として定期的に内部監査を実施す

る。

３．上記cの損失の危機に関する事項については、当社企業集団の各社に適用されるものとし、当社において当

社企業集団全体のリスクを網羅的かつ統括的に管理する。

 

f．監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項及び当該従業

員の取締役からの独立性に関する事項

１．監査役は、内部監査室所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令できるものとし、監査役より監査業務に

必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役の指揮命令は受けないものとする。

２．当該従業員に係る人事異動・人事考課等については、監査役の意見を反映して決定するものとする。

 

g．取締役及び従業員が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

１．監査役は、取締役会のほか、執行責任者会議等重要な会議に出席し、取締役及び従業員から職務執行状況の

報告を求めることができる。

２．取締役及び従業員は、監査役から職務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告すると

ともに、当社企業集団に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見した時には、直ちに監査役に報告する。

 

h．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況

１．反社会的勢力との関係・取引・利用を一切行わないことを基本方針とし、その堅持・徹底のため、「反社会

的勢力対応マニュアル」を規定し、人事総務部を事務局として体制の整備・教育を実施する。

２．反社会的勢力から不当な要求を受けた場合には、当該マニュアルに定めるところにより、ビジネスストラテ

ジー本部長を委員長とする「反社会的勢力対策委員会」を設置し、警察等の外部専門機関との連携も適宜図

りながら、会社組織全体で毅然とした対応を取る。

 

i．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１．監査役は、監査役監査の実効性を高めるため、代表取締役社長と定期的に意見交換を行う。

２．監査役は、定期的に会計監査人及び内部監査室と連携をとり、監査役監査を行う。

EDINET提出書類

ブロードマインド株式会社(E36406)

有価証券報告書

 40/105



④リスク管理体制の整備状況

リスク管理規程に基づき、リスクの種類に応じて定められたリスク責任部門がリスクを積極的に予見し、ビジネ

スストラテジー本部長及び内部監査室長と協議の上、リスクの未然防止・低減を図っております。また、ビジネス

ストラテジー本部長は、リスク管理の統括責任者として適宜取締役会及び監査役会に報告すると共に、その内容に

応じて顧問弁護士及び公認会計士等の専門家と協議を図りながらリスク管理の全社的推進を担います。

 

⑤コンプライアンス体制の整備状況

当社では、コンプライアンス室が主管となってグループ全体のコンプライアンス体制の強化・推進を目的に、社

内業務の定期的なモニタリング及び研修等を通して企業活動における法令遵守・営業活動上の諸問題の解決に向け

対応しております。

 

⑥責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく限度額は、法令が定め

る額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった業務執

行について善意かつ重大な過失がない時に限られます。

 

⑦役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

当該保険契約の被保険者の範囲は当社及びすべての子会社のすべての役員であり、被保険者は保険料を負担してお

りません。当該保険契約により、被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求を受けた場合において被保険者が

負担することになる損害賠償金及び争訟費用等を当該保険契約によって塡補することとしております。

 

⑧取締役の定数

当社の取締役は９名以内とする旨定款に定めております。

 

⑨取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主

が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によ

らないものとする旨定款に定めております。

 

⑩株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めておりま

す。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的

とするものであります。

 

⑪中間配当

当社は、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の決議によって毎年９月30日を基準日として、中間配当

を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。

 

⑫自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨

を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取

引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
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⑬取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を15回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであり

ます。

氏名 開催回数 出席回数

伊藤　清 15 15

吉橋　正 15 15

大西　新吾 15 15

鵜沢　敬太 15 15

福森　久美 15 15

取締役会における具体的な検討内容は、当社グループの経営方針、組織体制、業績状況と業務執行状況、新規事

業やM&A等の事業投資、その他事業活動及びコーポレート・ガバナンスに関する重要な事項の審議等であります。
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（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性　10名　女性　－名　（役員のうち女性の比率－％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

代表取締役社長 伊藤　清 1965年８月23日生

1988年４月　日本電気株式会社入社

1989年１月　日新製糖株式会社入社

1996年９月　ソニー生命保険株式会社入社

2002年１月　当社設立代表取締役社長就任（現

任）

（注）３ 1,541,704

取締役 吉橋　正 1969年１月21日生

1991年４月　株式会社アシスト入社

1998年１月　ソニー生命保険株式会社入社

2003年２月　当社取締役就任（現任）

2016年９月　Broad-minded America Properties,

Inc.代表取締役社長就任

2016年９月　Broad-minded Texas, LLC代表取締

役社長就任

2020年10月　MIRAI株式会社代表取締役社長就任

（現任）

（注）３ 617,904

取締役 大西　新吾 1966年６月30日生

1989年４月　株式会社電通入社

2006年４月　当社入社

2008年６月　当社取締役就任（現任）

（注）３ 220,004

取締役 鵜沢　敬太 1983年３月７日生

2005年４月　三井住友海上火災保険株式会社入社

2007年６月　株式会社ヒューマンベーシック取締

役就任

2008年５月　当社入社

2020年６月　当社取締役就任（現任）

2020年10月　MIRAI株式会社取締役就任（現任）

2023年３月　株式会社イノセント　取締役就任

（現任）

（注）３ 33,704

取締役 岡本　功治 1978年１月22日生

1996年４月　株式会社エフ・エム入社

1999年４月　有限会社インテル入社

2003年４月　有限会社ウェルクラフト入社

2007年11月　当社入社

2010年４月　当社東日本統括部マネジャー

2013年４月　当社本社営業部シニアマネジャー

2014年４月　当社大阪支社

2015年４月　当社大阪支社ゼネラルマネジャー

2017年４月　当社本社営業部

2018年４月　当社本社営業部　執行役員

2022年４月　当社ファイナンシャルコンサルティ

ング本部長

2023年６月　当社取締役就任（現任）

（注）４ 30,000

取締役 福森　久美 1952年12月13日生

1982年３月　公認会計士登録（7546号）

1982年４月　日本合同ファイナンス株式会社

（現、ジャフコグループ株式会社）

入社

1997年６月　同社取締役就任

2001年６月　同社常務取締役就任

2004年４月　株式会社ヴィクトリア代表取締役社

長就任

2005年３月　税理士登録

2005年５月　株式会社ジャフコ（現、ジャフコグ

ループ株式会社）常務執行役員就任

2006年６月　同社常勤監査役就任

2011年４月　公認会計士福森久美事務所開設

2011年６月　株式会社フェローテック（現、株式

会社フェローテックホールディング

ス）社外監査役就任

2013年６月　東京エレクトロンデバイス株式会社

社外監査役就任

2015年６月　日本ラッド株式会社社外監査役就任

（現任）

2019年６月　株式会社ケアサービス社外監査役就

任（現任）

2019年６月　当社社外取締役就任（現任）

（注）３ －
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
（株）

取締役 髙橋　直樹 1950年８月５日生

1974年４月　株式会社富士銀行（現、株式会社み

ずほフィナンシャルグループ）入行

2003年４月　株式会社みずほコーポレート銀行

（現、株式会社みずほ銀行）執行役

員　大阪営業第二部長

2004年４月　同行常務執行役員　営業担当役員

2005年４月　株式会社クレディセゾン入社　顧問

2005年６月　同社常務取締役

2007年３月　同社戦略本部長

2010年３月　同社専務取締役

2011年３月　同社代表取締役専務

2012年３月　同社クレジット事業部長

2016年３月　同社代表取締役副社長

2020年３月　同社代表取締役（兼）副社長執行役

員CHO（現任）

2023年６月　当社社外取締役就任（現任）

（注）４ －

常勤監査役 小林　修介 1949年１月21日生

1972年４月　大東京火災海上保険（現、あいおい

ニッセイ同和損害保険株式会社）入

社

2002年４月　同社取締役就任

2004年４月　同社常務執行役員就任

2008年４月　同社専務執行役員就任

2011年４月　株式会社タイセイ・ハウジー取締役

専務執行役員就任

2019年６月　当社社外監査役就任（現任）

2020年10月　MIRAI株式会社社外監査役就任（現

任）

（注）５ 5,000

監査役 座間　陽一郎 1975年３月19日生

2001年４月　中央青山監査法人入所

2004年３月　公認会計士登録（18647号）

2007年８月　新創税理士法人（現、銀座K.T.C税

理士法人）入所

2007年10月　税理士登録

2008年８月　公認会計士・税理士座間陽一郎事務

所開業

2010年６月　当社社外監査役就任（現任）

（注）５ －

監査役 浅田　登志雄 1981年５月１日生

2006年10月　弁護士登録　三宅坂総合法律事務所

入所

2016年１月　霞門綜合法律事務所開設

2017年１月　霞門綜合法律事務所パートナー就任

2017年12月　株式会社SPACE WALKER社外監査役就

任（現任）

2019年５月　潮見坂綜合法律事務所パートナー就

任（現任）

2020年６月　当社社外監査役就任（現任）

（注）５ －

計 2,448,316

　（注）１．取締役福森久美、髙橋直樹は、社外取締役であります。

２．監査役小林修介、座間陽一郎及び浅田登志雄は、社外監査役であります。

３．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までです。

４．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までです。

５．2020年12月15日開催の臨時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定

時株主総会の終結の時までです。
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②社外役員の状況

当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。

社外取締役の福森久美氏は、公認会計士であり、企業会計の専門家としての立場からその知見に基づき当社経営

について助言いただくため選任しており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はあ

りません。当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外取締役の髙橋直樹氏は、会社経営について豊富な知見を有しており、当該知見を活かして取締役の職務執行

に対する監督、助言等を頂くため選任しており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関

係はありません。

社外監査役の小林修介氏は、長らく保険会社において役員を歴任し、経営に関与し培われた豊富な経験と高い見

識を有した人物として監査するため選任しております。同氏は当社株式を5,000株保有しておりますが、それ以外

においては当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役の座間陽一郎氏は、公認会計士であり、経理その他管理業務の知見豊富な人物として監査するため選

任しており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は、同氏を東

京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役の浅田登志雄氏は、弁護士であり、コンプライアンスその他企業法務の知見豊富な人物として監査す

るため選任しており、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。当社は、

同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

当社は、社外役員の選任に際し、独立性について当社としての具体的な基準は定めておりませんが、東京証券取

引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で選任することとしております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制

部門との関係

監査役は、毎期策定される監査計画書に基づき、取締役会を含む重要な会議への出席、実地監査、意見聴取を行

い、内部統制システムの整備・運用状況を中心に業務活動全般にわたり監査を実施しております。また、会計監査

人と定期的に意見交換を行い、より実効性の高い監査の実施に努めております。

内部監査は、毎期内部監査計画を策定し、当該計画に基づき全部門対象とした内部監査を実施しており、より実

効性の高い監査体制を実現するため定期的に監査役、会計監査人との意見交換を行っております。また、内部監査

の結果については代表取締役社長宛に都度報告するとともに、改善状況に関するフォローアップも行っておりま

す。

社外取締役は定期的に監査役と社内管理体制、コンプライアンス、事業活動の状況等について意見交換を行い情

報収集に努めております。

これらの活動により、監督・監査の質的向上及び内部統制の強化を図っております。
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（３）【監査の状況】

①監査役監査の状況

当社の監査役会は、常勤監査役１名、非常勤監査役２名の合計３名で構成され、全員が社外監査役であります。

監査役は、監査計画に基づき、取締役会に出席し、取締役会及び取締役の業務執行と会社経営の適法性を監査して

おります。また監査役は監査役会においてそれぞれの監査の結果を共有しております。

監査役の小林修介は、長らく保険会社において役員を歴任し、経営に関与し培われた豊富な経験と高い見識を有

しております。

監査役座間陽一郎は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

監査役浅田登志雄は、弁護士であり、コンプライアンスその他企業法務の豊富な知見を有しております。

当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであり

ます。

氏名 開催回数 出席回数

小林　修介 12 12

座間　陽一郎 12 12

浅田　登志雄 12 12

監査役会における具体的な検討内容は、会計監査人の選解任及び監査報酬、監査報告の作成、監査計画の策定、

監査の方針、業務及び財産の状況の調査方法、その他の監査役の職務の執行に関する事項であります。

また、監査役の活動は、取締役会をはじめとした各種会議への出席と意見陳述、代表取締役との意見交換、業務

執行過程のモニタリング、決裁申請書等重要な書類の閲覧、会計監査人の独立性の監視、計算書類・事業報告・重

要な取引記録等の監査等であります。

 

②内部監査の状況

代表取締役社長直轄の組織として内部監査室を設置しており、担当者を１名配置しております。年度監査計画に

基づいて、各部署の業務の効率性や、各規程、職務権限に基づく牽制機能、また法令遵守等必要な業務監査を実施

し、内部統制の充実に努めております。

監査役、内部監査室及び会計監査人は、相互に連携して、三者間で定期的に会合を開催し、課題・改善事項等の

情報の共有化を図っており、効率的かつ効果的な監査を実施するように努めております。

内部監査の結果は、代表取締役社長、各担当役員に報告するとともに、監査役会にも報告され、監査役監査との

連携を図っております。

 

③会計監査の状況

a．監査法人の名称

太陽有限責任監査法人

 

b．継続監査期間

５年間

 

c．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　　岩﨑　剛

指定有限責任社員　業務執行社員　公認会計士　　下川　高史

 

d．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　　　　　６名

その他の補助者　　　７名

 

e．監査法人の選定方針と理由

当社監査役会は、会計監査人の監査活動の体制とその独立性、監査品質並びにその報酬の妥当性などを確認し

て評価を行い、会計監査人の選任及び再任の是非を判断しております。当事業年度においてもこれらの要素を確

認し、太陽有限責任監査法人の再任を決定しております。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１

項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたしま

す。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任し

た旨及びその理由を報告いたします。
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f．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っています。太陽有限責任監査法人について、会計

監査人の適格性・独立性を害する事由等の発生はなく、会計監査人の職務の遂行に支障がないと評価しておりま

す。

 

④監査報酬の内容等

a．監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に基づ
く報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

監査証明業務に基づ
く報酬（千円）

非監査業務に基づく
報酬（千円）

提出会社 22,050 － 22,575 －

連結子会社 － － － －

計 22,050 － 22,575 －

 

b．監査公認会計士等と同一のネットワーク（Grant Thornton）に属する組織に対する報酬（ａを除く）

　該当事項はありません。

 

c．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

　該当事項はありません。

 

d．監査報酬の決定方針

　監査日数、業務の特性、及び当社の事業規模等を勘案し、決定しております。

 

e．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

　当社の監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等が適切

であるかどうかについて必要な検証を行い、当該検証結果を踏まえて、報酬等の額について同意の判断をいたしま

した。
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（４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会

の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について社外取締役及び監査役へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定され

た報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断してお

ります。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

（基本方針）

取締役の報酬額の算定にあたっては、社内外から優秀な人材を確保し、業績向上に向けた意識を高めることを

コンセプトに、社外公平性と社内公正性の二つを考慮した報酬水準をベースに、前年業績や個人別の貢献度及び

責任の範囲を勘案した報酬とし、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成する。

 

b．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役報酬の限度額は、2019年６月27日開催の定時株主総会において、年額500,000千円以内（ただし、使用人

分給与は含まない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は３名であります。

また、上記報酬枠の内枠として、2022年６月29日開催の定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）

に対する株式報酬の額として年額60,000千円以内、株式数の上限を年30,000株以内と決議いただいております。当

該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は４名であります。

監査役報酬の限度額は、2006年２月28日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいてお

ります。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は１名です。

 

c．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、代表取締役社長伊藤清に対し、各取締役の報酬額の決定を委任しております。その権限の内容

は、役位・役職ごとの基準金額に前年業績や個人別の貢献度及び責任の範囲を勘案したうえで各取締役の基本報

酬の額を決定することです。委任した理由は、前年業績やその貢献度及び責任の範囲を勘案して行う各取締役の

評価は、代表取締役社長が行うことが適していると判断したためであります。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（千円）

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる

役員の員数

（人）固定報酬 非金銭報酬等 業績連動報酬 退職慰労金

取締役

（社外取締役除く）
162,722 158,222 4,500 － － 4

監査役

（社外監査役除く）
－ － － － － －

社外役員 16,650 16,650 － － － 4

 

③役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

該当事項はありません。
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（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株価の変動や株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投

資株式とし、それ以外の目的で保有する株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内

容

純投資目的以外の目的で保有する投資株式はすべて非上場株式であるため、記載を省略しております。

 

b．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（千円）

非上場株式 1 101,700

非上場株式以外の株式 － －

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（千円）

非上場株式 － －

非上場株式以外の株式 － －

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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第５【経理の状況】

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）

に基づいて作成しております。

(2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しており

ます。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、連結会計年度（2022年４月１日から2023年３月31日

まで）の連結財務諸表及び事業年度（2022年４月１日から2023年３月31日まで）の財務諸表について、太陽有限責任

監査法人により監査を受けております。

 

３．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

　当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内

容を適切に把握し、会計基準等の変更等について適切に対応できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準

機構へ加入しており、専門誌の定期購読等を行うことで情報収集等を行っております。
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１【連結財務諸表等】

（１）【連結財務諸表】

①【連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当連結会計年度

（2023年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,513,633 2,812,038

売掛金 282,756 192,688

契約資産 382,846 411,942

販売用不動産 260,568 －

仕掛販売用不動産 88,080 560,697

その他 49,752 87,207

貸倒引当金 － △11

流動資産合計 3,577,636 4,064,563

固定資産   

有形固定資産   

建物 97,843 107,139

工具、器具及び備品 52,416 57,358

減価償却累計額 △87,846 △97,471

有形固定資産合計 62,412 67,025

無形固定資産   

のれん － 13,104

その他 30,585 50,075

無形固定資産合計 30,585 63,180

投資その他の資産   

投資有価証券 143,082 143,018

繰延税金資産 105,320 130,602

その他 145,280 158,491

投資その他の資産合計 393,683 432,113

固定資産合計 486,682 562,319

資産合計 4,064,318 4,626,882
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当連結会計年度

（2023年３月31日）

負債の部   

流動負債   

短期借入金 50,000 －

未払法人税等 137,911 171,665

契約負債 204,558 195,288

賞与引当金 208,859 175,611

返金負債 99,160 154,717

未払金 148,482 223,536

その他 99,455 141,933

流動負債合計 948,428 1,062,752

固定負債   

長期借入金 － 4,912

資産除去債務 2,800 7,000

固定負債合計 2,800 11,912

負債合計 951,228 1,074,664

純資産の部   

株主資本   

資本金 571,376 585,063

資本剰余金 471,376 485,063

利益剰余金 2,111,868 2,562,667

自己株式 △87,931 △87,975

株主資本合計 3,066,689 3,544,819

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 46,076 －

その他の包括利益累計額合計 46,076 －

新株予約権 325 325

非支配株主持分 － 7,072

純資産合計 3,113,090 3,552,217

負債純資産合計 4,064,318 4,626,882
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②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

売上高 3,622,255 4,324,120

売上原価 275,263 575,796

売上総利益 3,346,991 3,748,324

販売費及び一般管理費 ※１ 2,855,516 ※１ 3,129,519

営業利益 491,474 618,805

営業外収益   

受取利息 7,973 22

匿名組合投資利益 7,769 31,626

保険解約返戻金 10,237 －

為替差益 652 640

その他 1,189 2,284

営業外収益合計 27,821 34,573

営業外費用   

支払利息 4,048 501

株式交付費 1,058 606

リース解約損 － 309

その他 558 －

営業外費用合計 5,665 1,417

経常利益 513,630 651,961

特別利益   

関係会社清算益 － ※２ 114,052

特別利益合計 － 114,052

特別損失   

減損損失 ※３ 5,035 ※３ 1,727

事務所移転費用 － ※４ 3,989

店舗閉鎖損失 － ※５ 1,546

その他 － 607

特別損失合計 5,035 7,871

税金等調整前当期純利益 508,595 758,142

法人税、住民税及び事業税 200,354 248,307

法人税等調整額 △19,264 △25,282

法人税等合計 181,089 223,024

当期純利益 327,505 535,117

親会社株主に帰属する当期純利益 327,505 535,117

 

EDINET提出書類

ブロードマインド株式会社(E36406)

有価証券報告書

 53/105



【連結包括利益計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当期純利益 327,505 535,117

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 35,467 △46,076

その他の包括利益合計 ※ 35,467 ※ △46,076

包括利益 362,973 489,040

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 362,973 489,040

非支配株主に係る包括利益 － －

 

EDINET提出書類

ブロードマインド株式会社(E36406)

有価証券報告書

 54/105



③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 507,350 407,350 1,778,414 － 2,693,114

会計方針の変更による累積的影響額   31,798  31,798

会計方針の変更を反映した当期首残高 507,350 407,350 1,810,212 － 2,724,912

当期変動額      

新株の発行 64,026 64,026   128,052

剰余金の配当   △25,850  △25,850

親会社株主に帰属する当期純利益   327,505  327,505

自己株式の取得    △87,931 △87,931

連結子会社の増加による非支配株主持分の増
減     －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）     －

当期変動額合計 64,026 64,026 301,655 △87,931 341,776

当期末残高 571,376 471,376 2,111,868 △87,931 3,066,689

 

      

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

 
為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 10,608 10,608 325 － 2,704,048

会計方針の変更による累積的影響額     31,798

会計方針の変更を反映した当期首残高 10,608 10,608 325 － 2,735,846

当期変動額      

新株の発行     128,052

剰余金の配当     △25,850

親会社株主に帰属する当期純利益     327,505

自己株式の取得     △87,931

連結子会社の増加による非支配株主持分の増
減    － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,467 35,467 － － 35,467

当期変動額合計 35,467 35,467 － － 377,243

当期末残高 46,076 46,076 325 － 3,113,090
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当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

     （単位：千円）

 株主資本

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 571,376 471,376 2,111,868 △87,931 3,066,689

会計方針の変更による累積的影響額   －  －

会計方針の変更を反映した当期首残高 571,376 471,376 2,111,868 △87,931 3,066,689

当期変動額      

新株の発行 13,687 13,687   27,375

剰余金の配当   △84,318  △84,318

親会社株主に帰属する当期純利益   535,117  535,117

自己株式の取得    △43 △43

連結子会社の増加による非支配株主持分の増
減     －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）     －

当期変動額合計 13,687 13,687 450,798 △43 478,130

当期末残高 585,063 485,063 2,562,667 △87,975 3,544,819

 

      

 その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

 
為替換算
調整勘定

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 46,076 46,076 325 － 3,113,090

会計方針の変更による累積的影響額     －

会計方針の変更を反映した当期首残高 46,076 46,076 325 － 3,113,090

当期変動額      

新株の発行     27,375

剰余金の配当     △84,318

親会社株主に帰属する当期純利益     535,117

自己株式の取得     △43

連結子会社の増加による非支配株主持分の増
減    7,072 7,072

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △46,076 △46,076 － － △46,076

当期変動額合計 △46,076 △46,076 － 7,072 439,126

当期末残高 － － 325 7,072 3,552,217
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④【連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
 前連結会計年度

(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 508,595 758,142

減価償却費 17,435 20,607

資産除去費用 1,866 1,866

減損損失 5,035 1,727

株式報酬費用 － 4,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 30,257 △33,248

返金負債の増減額（△は減少） 35,560 55,556

受取利息及び受取配当金 △7,973 △22

支払利息 4,048 501

保険解約返戻金 △10,237 －

株式交付費 1,058 606

為替差損益（△は益） 3,885 △734

関係会社清算損益（△は益） － △114,052

有形固定資産除売却損益（△は益） 288 567

匿名組合投資損益（△は益） △7,769 △31,626

売上債権の増減額（△は増加） △350,192 62,862

棚卸資産の増減額（△は増加） △220,824 △212,049

未払金の増減額（△は減少） △21,259 75,262

未払消費税等の増減額（△は減少） △49,373 22,594

その他 223,988 34,283

小計 164,391 647,346

利息及び配当金の受取額 8,998 22

利息の支払額 △6,368 △501

保険解約返戻金の受取額 22,095 －

法人税等の支払額 △163,087 △219,739

営業活動によるキャッシュ・フロー 26,028 427,127

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 120,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,913 △20,857

無形固定資産の取得による支出 △12,465 △27,859

投資有価証券の取得による支出 △101,700 －

投資有価証券の償還による収入 19,200 31,690

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

収入
－ ※２ 11,573

差入保証金の差入による支出 △13,261 △12,624

差入保証金の回収による収入 10,547 642

短期貸付金の回収による収入 415,880 －

長期貸付金の回収による収入 115,530 －

その他 30 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 551,848 △17,434

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △258,317 △50,000

長期借入金の返済による支出 △3,583 －

社債の償還による支出 △6,000 －

株式の発行による収入 125,863 22,268

自己株式の取得による支出 △87,931 △43

配当金の支払額 △25,793 △84,247

上場関連費用の支出 △8,400 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,162 △112,022

現金及び現金同等物に係る換算差額 32,825 734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 346,539 298,405

現金及び現金同等物の期首残高 2,167,093 2,513,633

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,513,633 ※１ 2,812,038
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【注記事項】

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数　2社

連結子会社の名称

MIRAI株式会社

株式会社イノセント

　前連結会計年度において当社の連結子会社でありましたBroad-mindedAmerica Properties, Inc.及び

Broad-minded Texas, LLCは、2022年９月をもって清算が結了したため、連結の範囲から除外しており

ます。

　また、当社は、2023年３月29日付で株式会社イノセントの株式を取得し、2023年３月31日をみなし取

得日とし、貸借対照表のみを連結の範囲に含めております。

 

(2）非連結子会社の名称等

非連結子会社

該当事項はありません。

 

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

 

３．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　販売用不動産及び仕掛販売用不動産

主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。

ロ　有価証券

その他有価証券

（イ）市場価格のない株式等

主として移動平均法による原価法を採用しております。

（ロ）匿名組合出資の会計処理

匿名組合出資については、匿名組合の財産持分額を「投資有価証券」に計上しております。匿名

組合への出資時に「投資有価証券」を計上し、匿名組合が獲得した純損益については持分相当額を

「匿名組合投資利益又は匿名組合投資損失」に計上するとともに、同額を「投資有価証券」に加減

しております。

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　３～15年

工具、器具及び備品　　　　４～15年

ロ　無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

商標権　　　　　　　　　　10年

自社利用のソフトウエア　　５年

 

(3）繰延資産の処理方法

株式交付費

株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。

 

EDINET提出書類

ブロードマインド株式会社(E36406)

有価証券報告書

 58/105



(4）重要な引当金の計上基準

イ　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上してお

ります。

ロ　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。ただし、一部の子

会社については、法人税法の規定に基づく法定繰入率を適用しております。

 

(5）重要な収益及び費用の計上基準

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における、主な履行義務の内容

及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。

イ　生命保険代理店手数料及び損害保険代理店手数料

顧客のニーズに応じて、保険会社に対し保険契約の取次を行う義務と、取り次いだ保険契約の維持保

全管理を行う義務を負っております。

保険会社に対し保険契約の取次を行う義務については、保険契約の取次後、保険契約が有効となった

時点で充足されるものであり、当該履行義務の充足時点で収益を計上しております。

また、取り次いだ保険契約の維持保全管理を行う義務については、サービスの提供期間が完了する都

度充足されるものであり、当該履行義務の充足時点で収益を計上しております。

当該事業においては、保険会社に取り次いだ保険契約者が早期に保険契約の解約を行った場合、対価

の一部を保険会社に返金する義務があるため、保険会社に対する予想返金額については、収益から控

除するとともに、返金負債を計上しております。返金の見積りに当たっては過去の実績等に基づく期

待値法を用いております。各社ごとに過去3年間の戻入額の実績率を算定し、加重平均して算出して

おります。

ロ　金融商品仲介手数料、住宅ローン代理手数料

顧客のニーズに応じて、金融機関に対し金融商品又は住宅ローンの取次を行う義務を負っておりま

す。

金融商品又は住宅ローンの取次後、金融商品又は住宅ローンが有効となった時点で充足されるもので

あり、当該履行義務の充足時点で収益を計上しております。

ハ　不動産販売売上

顧客との媒介契約に基づき顧客の不動産売買成立に向けた一連の業務に関する義務と、顧客との不動

産売買契約に基づき用地の仕入から施工まで行ったマンションの引き渡しを行う義務を負っておりま

す。

顧客の不動産売買成立に向けた一連の業務に関する義務については、媒介契約により成立した不動産

売買契約に関する物件が引き渡された時点で充足されるものであり、当該履行義務の充足時点で収益

を計上しております。

また、用地の仕入から施工まで行ったマンションの引き渡しを行う義務については、当該履行義務は

物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しておりま

す。

 

(6）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し

ております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収

益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め

て計上しております。

 

(7）のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、４年間または５年間の定額法により償却を行っております。

 

(8）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。
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（重要な会計上の見積り）

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されて

おります。この連結財務諸表の作成にあたって、資産、負債、収益及び費用に影響を及ぼす見積り及び仮定を

用いておりますが、これらの見積り及び仮定に基づく数値は実際の結果と異なる可能性があり、翌連結会計年

度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があります。

連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び仮定のうち、重要なものは以下のとおりです。

 

（投資有価証券）

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計

年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

  （単位：千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

投資有価証券 101,700 101,700

当社は市場価格のない非上場株式の評価に当たり、当初取得時の超過収益力が見込めなくなった場合で、

かつ発行会社の１株当たり純資産額が１株当たり取得価額の50％程度以上低下した場合には、１株あたり純

資産額まで減損処理を行うこととしております。当社は、投資先企業の直近の財政状態、事業の進捗状況、

その他の外部情報等をもとに、同社の事業計画の妥当性を検討し、当該事業計画に基づいて超過収益力を計

算したうえで、取得当初に見込んだ超過収益力は毀損していないと判断し、減損処理を行わないこととして

おります。なお、当該事業計画に含まれる重要な仮定は、顧客数及び顧客当たりの平均売上高であります。

ただし、超過収益力や経営権等を反映した実質価額の算定という観点から、超過収益力の毀損の有無の判

断に当たり、投資先企業の事業計画の達成状況や今後の業績見通しについては、見積りの不確実性が高い領

域であります。

 

（返金負債）

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結財務諸表にその額を計上した項目であって、翌連結会計

年度に係る連結財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

  （単位：千円）

 前連結会計年度 当連結会計年度

返金負債 99,160 154,717

返金負債は、生命保険契約者の短期解約に伴う生命保険会社に対する代理店手数料の返戻に備えるため、

生命保険会社への過去３年間の返戻額の実績を基礎にして返戻料率を算出し、代理店手数料に乗じることで

算定しております。

当該返金負債は、経済環境の悪化や生命保険契約者の個別的な理由等の外部要因により解約が発生する可

能性があり、将来的に発生する生命保険会社への返戻料率の見積りは不確実性が高い領域であります。

 

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定め

る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することと

いたしました。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。

 

（連結貸借対照表関係）

当座貸越契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これらの契

約に基づく連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）

当連結会計年度

（2023年３月31日）

当座貸越限度額の総額 500,000千円 500,000千円

借入実行残高 － －

差引額 500,000 500,000
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（連結損益計算書関係）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前連結会計年度

（自　2021年４月１日
　　至　2022年３月31日）

　当連結会計年度
（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

役員報酬及び給料手当 1,095,685千円 1,169,722千円

賞与引当金繰入額 208,859 175,611

退職給付費用 47,738 49,656

 

※２　関係会社清算益

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

連結子会社であるBroad-minded America Properties, Inc.及びBroad-minded Texas, LLCの清算結了に

伴い発生したものであります。

 

※３　減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

場所 用途 種類 減損損失

静岡県内 営業店舗２店 建物等 3,626千円

東京都等 コールセンター等 その他 1,408

当社グループは、事業用資産については事業の種類等を総合的に勘案して、グルーピングを行っておりま

す。

静岡県内の閉店を決定した店舗等について、固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

等を減損損失として特別損失へ計上しております。

なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値をゼロとして算定して

おります。

 

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

場所 用途 種類 減損損失

福岡県内 コールセンター 建物 1,727千円

当社グループは、事業用資産については事業の種類等を総合的に勘案して、グルーピングを行っておりま

す。

福岡コールセンターの移転に伴い、使用の見込みがなくなった建物について、固定資産の帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失へ計上しております。

なお、当該資産グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値をゼロとして算定して

おります。

 

※４　事務所移転費用

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

福岡コールセンターの移転に伴い、発生したものであります。

 

※５　店舗閉鎖損失

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

静岡県内の店舗の閉店に伴い、発生したものであります。
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（連結包括利益計算書関係）

※　その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

為替換算調整勘定：   

当期発生額 35,467千円 △46,076千円
組替調整額 － －

税効果調整前 35,467 △46,076
税効果額 － －

為替換算調整勘定 35,467 △46,076

その他の包括利益合計 35,467 △46,076
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 5,170,000 225,000 － 5,395,000

合計 5,170,000 225,000 － 5,395,000

自己株式     

普通株式 － 125,071 － 125,071

合計 － 125,071 － 125,071

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加225,000株は、第三者割当による新株の発行による増加135,000株、新株予約

権の権利行使による新株の発行による増加90,000株であります。

２．普通株式の自己株式の増加125,071株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加125,000株、単元未満

株式の買取りによる増加71株であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権（第５回）
－ － － － － 75

ストック・オプションとして

の新株予約権（第６回）
－ － － － － －

ストック・オプションとして

の新株予約権（第７回）
－ － － － － 250

合計 － － － － － 325

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2021年６月29日

定時株主総会
普通株式 25,850 5 2021年３月31日 2021年６月30日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2022年６月29日

定時株主総会
普通株式 84,318 利益剰余金 16 2022年３月31日 2022年６月30日
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当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 5,395,000 83,416 － 5,478,416

合計 5,395,000 83,416 － 5,478,416

自己株式     

普通株式 125,071 36 － 125,107

合計 125,071 36 － 125,107

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加83,416株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加75,000株、

譲渡制限付き株式報酬としての新株の発行による増加8,416株であります。

２．普通株式の自己株式の増加36株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

（千円）
当連結会計

年度期首

当連結会計

年度増加

当連結会計

年度減少

当連結会計

年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権（第５回）
－ － － － － 75

ストック・オプションとして

の新株予約権（第６回）
－ － － － － －

ストック・オプションとして

の新株予約権（第７回）
－ － － － － 250

合計 － － － － － 325

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

2022年６月29日

定時株主総会
普通株式 84,318 16 2022年３月31日 2022年６月30日

 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2023年６月29日

定時株主総会
普通株式 128,479 利益剰余金 24 2023年３月31日 2023年６月30日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

現金及び預金勘定 2,513,633千円 2,812,038千円

現金及び現金同等物 2,513,633 2,812,038

 

※２　当連結会計年度に株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに㈱イノセントを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同

社株式取得価額と同社取得による収入（純額）との関係は次のとおりであります。

 

流動資産 41,100千円

固定資産  1,926

のれん 12,439

流動負債 △16,681

固定負債  △4,912

非支配株主持分  △7,072

㈱イノセント株式の取得価額 26,800

同社現金及び現金同等物 △38,373

差引：同社取得による収入 11,573

 

（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

２．オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：千円）
 

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
当連結会計年度

（2023年３月31日）

１年内 3,456 4,056

１年超 5,118 7,703

合計 8,574 11,760
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針

当社グループは、投機的な取引は行わない方針であり、一時的な余剰資金は、主に安全性の高い銀行預

金で運用しております。また、資金調達については、事業計画に照らして必要な資金（主に銀行借入や社

債発行）を調達しております。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク

売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

投資有価証券は、非上場株式及び投資事業組合出資金であります。非上場株式は、業務上の関係を有す

る企業の株式であり、発行会社における経営成績及び財務状態の悪化等のリスクに晒されております。ま

た、投資事業組合出資金は、投資事業組合の出資先の信用リスクに晒されております。これらのリスクに

ついては、定期的に財務内容を把握することにより管理しております。

営業債務である未払金及び未払法人税等は、そのほとんどが３ヶ月以内の支払期日であります。

借入金は、事業活動に係る資金調達を目的としたものであります。

 

２．金融商品の時価等に関する事項

前連結会計年度（2022年３月31日）

連結貸借対照表に計上している、「現金及び預金」、「売掛金」、「短期借入金」、「未払法人税等」、

「未払金」は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しており

ます。

市場価格のない株式等は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

区分
当連結会計年度

（2022年３月31日）

投資有価証券 143,082

 

当連結会計年度（2023年３月31日）

連結貸借対照表に計上している、「現金及び預金」、「売掛金」、「未払法人税等」、「未払金」は短期

間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

「長期借入金」については、重要性が乏しいことから、注記を省略しております。

市場価格のない株式等は、以下のとおりであります。

（単位：千円）
 

区分
当連結会計年度

（2023年３月31日）

投資有価証券 143,018
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（注）１．金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度（2022年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 2,513,633 － － －

売掛金 282,756 － － －

合計 2,796,389 － － －

 

当連結会計年度（2023年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
５年以内
（千円）

５年超
10年以内
（千円）

10年超
（千円）

現金及び預金 2,812,038 － － －

売掛金 192,688 － － －

合計 3,004,727    

 

２．社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度（2022年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

短期借入金 50,000 － － － － －

合計 50,000 － － － － －

 

当連結会計年度（2023年３月31日）

 
１年以内
（千円）

１年超
２年以内
（千円）

２年超
３年以内
（千円）

３年超
４年以内
（千円）

４年超
５年以内
（千円）

５年超
（千円）

長期借入金 1,392 1,392 1,392 736 － －

合計 1,392 1,392 1,392 736 － －
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（退職給付関係）

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度及び前払退職金制度を採用しております。

 

２．確定拠出制度

当社の確定拠出年金制度への要拠出額は、47,738千円であります。

 

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定拠出年金制度及び前払退職金制度を採用しております。

 

２．確定拠出制度

当社の確定拠出年金制度への要拠出額は、49,656千円であります。
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（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

２．ストック・オプションに係る資産計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 第５回ストック・オプション 第６回ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社代表取締役　１名
当社取締役　　　２名

当社従業員　　　４名

株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
普通株式　 150,000株 普通株式　 180,000株

付与日 2018年７月31日 2018年７月31日

権利確定条件

①本新株予約権の割当を受けた者（以

下、「本新株予約権者」という。）

は、2020年３月期から2024年３月期

までのいずれかの期の当社損益計算

書（連結損益計算書を作成した場合

には、連結損益計算書とする。）に

おける営業利益が、550百万円を超過

した場合にのみ本新株予約権を行使

することができる。なお、国際財務

報告基準の適用、決算期の変更等に

より参照すべき項目の概念に重要な

変更があった場合には、別途参照す

べき指標を当社取締役会にて定める

ものとする。

②本新株予約権者は、本新株予約権を

行使する時まで継続して、当社又は

当社の子会社・関連会社の取締役、

従業員及び顧問であることを要す

る。ただし、任期満了による退任、

定年退職、その他正当な理由がある

と当社取締役会が認めた場合は、こ

の限りではない。

③本新株予約権者の相続人による本新

株予約権の行使は認めない。

④本新株予約権の行使によって、当社

の発行済株式総数が当該時点におけ

る発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の

行使を行うことはできない。

⑤本新株予約権１個未満の行使を行う

ことはできない。

①新株予約権の割当を受けた者（以

下、「新株予約権者」という。）

は、権利行使時においても、当社又

は当社子会社の取締役、監査役及び

従業員の地位にあることを要するも

のとする。ただし、任期満了による

退任、定年退職による場合その他取

締役会が正当な理由があると認めた

場合は、行使できるものとする。

②新株予約権者が死亡した場合は、新

株予約権の相続を認めないものとす

る。

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。

権利行使期間
自　2020年６月１日

至　2028年７月30日

自　2020年７月27日

至　2028年７月26日
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 第７回ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社取引先　　　２名

株式の種類別のストック・オプ

ションの数（注）
普通株式 　500,000株

付与日 2018年７月31日

権利確定条件

①本新株予約権の割当を受けた者（以

下、「受託者」という。）は、本新

株予約権を行使することができず、

かつ、本要項に別段の定めがある場

合を除き、受託者より本新株予約権

の付与を受けた者（以下、「本新株

予約権者」という。）のみが本新株

予約権を行使できることとする。

②本新株予約権者は、2020年３月期か

ら2024年３月期までのいずれかの期

の当社損益計算書（連結損益計算書

を作成した場合には、連結損益計算

書とする。）における営業利益が、

550百万円を超過した場合にのみ本新

株予約権を行使することができる。

なお、国際財務報告基準の適用、決

算期の変更等により参照すべき項目

の概念に重要な変更があった場合に

は、別途参照すべき指標を当社取締

役会にて定めるものとする。

③本新株予約権者は、本新株予約権を

行使する時まで継続して、当社又は

当社の子会社・関連会社の取締役、

従業員及び顧問・業務委託先である

ことを要する。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職、その他正当な

理由があると当社取締役会が認めた

場合は、この限りではない。

④本新株予約権者の相続人による本新

株予約権の行使は認めない。

⑤本新株予約権の行使によって、当社

の発行済株式総数が当該時点におけ

る発行可能株式総数を超過すること

となるときは、当該本新株予約権の

行使を行うことはできない。

⑥本新株予約権１個未満の行使を行う

ことはできない。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間
自　2020年６月１日

至　2028年７月30日

（注）　株式数に換算して記載しております。

 

EDINET提出書類

ブロードマインド株式会社(E36406)

有価証券報告書

 70/105



(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（2023年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

  
第５回ストック・

オプション
第６回ストック・

オプション
第７回ストック・

オプション

権利確定前 （株）    

前連結会計年度末  150,000 － 500,000

付与  － － －

失効  － － －

権利確定  － － －

未確定残  150,000 － 500,000

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末  － 90,000 －

権利確定  － － －

権利行使  － 75,000 －

失効  － － －

未行使残  － 15,000 －

 

②単価情報

  
第５回ストック・

オプション
第６回ストック・

オプション
第７回ストック・

オプション

権利行使価格（注） （円） 305 305 305

行使時平均株価 （円） － 1,032 －

付与日における公正な評価単価 （円） － － －

 

４．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

ストック・オプションを付与した日時点においては、当社株式は未公開株式であるため、ストック・オプ

ションの公正な評価単価の見積方法を単位当たりの本源的価値の見積りによっております。また単位当たり

の本源的価値の見積方法は、ディスカウントキャッシュフロー法及び簿価純資産法によっております。

 

５．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実数の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。

 

６．ストック・オプションの単位当たりの本源的価値により算定を行う場合の当連結会計年度末における本源

的価値の合計額及び当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの権利行使日における

本源的価値の合計額

①当連結会計年度末における本源的価値の合計額　　　　　　　504,070千円

②当連結会計年度において権利行使されたストック・オプションの

権利行使日における本源的価値の合計額　　　　　　　　　　 54,487千円

 

EDINET提出書類

ブロードマインド株式会社(E36406)

有価証券報告書

 71/105



７．取締役の報酬等として株式を無償交付する取引のうち、事前交付型の内容、規模及びその変動状況

(1）譲渡制限付株式報酬の内容

 2022年事前交付型

付与対象者の区分及び人数（名） 当社の取締役（社外取締役を除く）４名

株式の種類別の付与された株式数 普通株式　　8,416株

付与日 2022年８月10日

権利確定条件

割当対象者が本割当株式の割当日から最初に到来す

る当社の定時株主総会終結の時までの間、継続して

当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位に

あったことを条件として、本割当株式の全部につい

て、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制

限を解除する。ただし、割当対象者が、本割当株式

の割当日から最初に到来する当社の定時株主総会終

結の時までの間、正当な理由により退任または退職

等した場合または死亡により退任または退職等した

場合、割当日の直前の当社の定時株主総会を含む月

の翌月から、退任または退職等した日を含む月まで

の月数を12で除した数に、当該時点において割当対

象者が保有する本割当株式の数を乗じた数の株数(た

だし、計算の結果１株未満の端数が生ずる場合に

は、これを切り捨てる。)の株式について、譲渡制限

を解除する。

対象勤務期間 2022年７月１日～2023年６月29日

 

(2）事前交付型の規模及びその変動状況

①費用計上額及び科目名

  （単位：千円）

 

前連結会計年度

（自　2021年４月１日

至　2022年３月31日）

当連結会計年度

（自　2022年４月１日

至　2023年３月31日）

販売費及び一般管理費の株式報酬

費用
－ 4,500

 

②株式数

当連結会計年度（2023年３月期）において権利未確定株式数が存在した事前交付型を対象として記載し

ております。

 2022年事前交付型

前連結会計年度末（株） －

付与（株） 8,416

無償取得（株） －

権利確定（株） －

未確定残（株） 8,416

 

③単価情報

付与日における公正な評価単価（円） 713

 

（3）公正な評価単価の見積方法

取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値としておりま

す。

 

（4）権利確定株式数の見積方法

事前交付型は、基本的には、将来の無償取得の合理的な見積りは困難であるため、実績の無償取得の

み反映させる方法を採用しております。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
 

当連結会計年度
（2023年３月31日）

繰延税金資産    

賞与引当金 64,072千円  53,862千円

未払賞与 －  11,492

返金負債 30,362  47,374

未払事業所税 1,134  1,224

未払事業税 9,608  12,887

減価償却超過額 619  504

のれん償却超過額 56  2

資産除去債務 6,392  7,056

その他 2,410  3,214

繰延税金資産小計 114,658  137,621

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △6,392  △7,019

評価性引当額小計 △6,392  △7,019

繰延税金資産合計 108,266  130,602

繰延税金負債    

留保利益 2,945  －

繰延税金負債合計 2,945  －

繰延税金資産の純額 105,320  130,602

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前連結会計年度

（2022年３月31日）
 

当連結会計年度
（2023年３月31日）

法定実効税率 30.62％  30.62％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.99  0.98

欠損金控除 △0.02  －

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 －  △1.73

住民税均等割 3.64  2.55

評価性引当額の増減 0.12  0.09

在外子会社の留保利益 0.18  －

賃上げ促進税制に係る税額控除 －  △3.41

その他 0.07  0.32

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.61  29.42

 

（企業結合等関係）

取得による企業結合

１．企業結合の概要

(1）被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称　　株式会社イノセント（以下「イノセント」）

事業の内容　　　　　結婚相談所運営

(2）企業結合を行った主な理由

イノセントはライフプランニングの契機となる「結婚」に関連した良質なマーケットを保有してお

り、接点形成の強化により当社サービスの提供拡大が期待されます。また、マーケティング領域を中

心に当社リソースの活用による婚活事業の成長等、両社に大きなシナジーを見込めるものと判断した

ためであります。

(3）企業結合日

2023年３月29日（株式取得日）

2023年３月31日（みなし取得日）

(4）企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得
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(5）結合後企業の名称

結合後企業の名称に変更はありません。

(6）取得した議決権比率

67％

(7）取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として、株式を取得したためであります。

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

2023年３月31日をみなし取得日としており、貸借対照表のみを連結しているため、被取得企業の業績

は含まれておりません。

３．被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 　　現金 26,800千円

取得原価  26,800

４．主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザリー費用等　　　　　　11,500千円

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

(1）発生したのれんの金額

12,439千円

(2）発生原因

主として今後の事業展開によって期待される超過収益力であります。

(3）償却方法及び償却期間

５年間にわたる均等償却

６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産　　　　　　　41,100千円

固定資産　　　　　　　 1,926

資産合計　　　　　　　43,026

流動負債　　　　　　　16,681

固定負債　　　　　　　 4,912

負債合計　　　　　　　21,593

７．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及

ぼす影響の概算額及びその算定方法

売上高　　　　　　　　　　　　　　94,268千円

営業利益　　　　　　　　　　　　　11,873

経常利益　　　　　　　　　　　　　11,775

税金等調整前当期純利益　　　　　　12,200

親会社株主に帰属する当期純利益　　 6,363

１株当たり当期純利益　　　　　　　　　 1.20円

（概算額の算定方法）

企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得

企業の連結損益計算書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としています。なお、

当該注記は監査証明を受けておりません。

 

EDINET提出書類

ブロードマインド株式会社(E36406)

有価証券報告書

 74/105



（資産除去債務関係）

１．資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ　当該資産除去債務の概要

賃貸借契約における賃借期間終了時の原状回復義務等であります。

 

ロ　当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を15年と見積り、割引率は0.0％を使用して資産除去債務を計算しております。

 

ハ　当該資産除去債務の総額の増減

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

期首残高 600千円 2,800千円
有形固定資産の取得による増加高 2,200 4,200
時の経過による調整額 － －
その他増減額（△は減少） － －

期末残高 2,800 7,000

 

２．連結貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

当社グループは、賃貸借契約に基づき使用する事務所等のうち一部については、退去時における原状回復

に係る債務を有しておりますが、その計上は敷金及び保証金を減額する方法によっております。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

  （単位：千円）

収益区分

報告セグメント

フィナンシャルパートナー事業

一時点 一定期間

生命保険代理店手数料 2,212,336 571,963

損害保険代理店手数料 425 173,751

金融商品仲介手数料 57,546 －

住宅ローン代理手数料 29,902 －

不動産販売売上 431,781 －

その他 144,546 －

顧客との契約から生じる収益 2,876,540 745,714

外部顧客への売上高 2,876,540 745,714

 

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

  （単位：千円）

収益区分

報告セグメント

フィナンシャルパートナー事業

一時点 一定期間

生命保険代理店手数料 2,339,583 621,645

損害保険代理店手数料 83,947 133,583

金融商品仲介手数料 103,194 －

住宅ローン代理手数料 18,245 －

不動産販売売上 784,322 －

その他 236,000 3,597

顧客との契約から生じる収益 3,565,293 758,826

外部顧客への売上高 3,565,293 758,826

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項（連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項）３．会計方針に関する事項(5)重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりでありま

す。

３．顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会

計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び

時期に関する情報

イ　顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高等

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

  （単位：千円）

 当連結会計年度

 期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権   

売掛金 188,718 282,756

契約資産 348,797 382,846

契約負債 186,549 204,558

（注）１．契約負債は、生命保険代理店手数料及び損害保険代理店手数料における保険契約の維持保全管理を行う

義務にかかる顧客からの前受金に関連するものであります。この契約負債は、収益認識に伴い取り崩さ

れます。

２．当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は186,549千円

であります。
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当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

  （単位：千円）

 当連結会計年度

 期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権   

売掛金 282,756 192,688

契約資産 382,846 411,942

契約負債 204,558 195,288

（注）１．契約負債は、生命保険代理店手数料及び損害保険代理店手数料における保険契約の維持保全管理を行う

義務にかかる顧客からの前受金に関連するものであります。この契約負債は、収益認識に伴い取り崩さ

れます。

２．当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は204,558千円

であります。

ロ　残存履行義務に配分した取引価格

当社グループの取り次いだ保険契約の維持保全管理を行う義務については、すべて１年内で当該履行義務

が充足されるものであります。そのため、残存履行義務に関する記載は、省略しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、フィナンシャルパートナー事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前連結会計年度（自　2021年４月１日 至　2022年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）
 

 
生命保険
代理店業

不動産販売業 その他 合計

外部顧客への売上高 2,784,300 431,781 406,173 3,622,255

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

メットライフ生命保険株式会社 1,630,077 フィナンシャルパートナー事業

 

当連結会計年度（自　2022年４月１日 至　2023年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

（単位：千円）
 

 
生命保険
代理店業

不動産販売業 その他 合計

外部顧客への売上高 2,961,229 784,322 578,568 4,324,120

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

メットライフ生命保険株式会社 1,946,936 フィナンシャルパートナー事業

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当社グループは、フィナンシャルパートナー事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社グループは、フィナンシャルパートナー事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

（ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

該当事項はありません。

（イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

該当事項はありません。

（ウ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

前連結会計年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員及びそ

の近親者
吉橋　正 － －

当社取締

役

（被所有）

直接14.3

ストック・

オプション

の権利行使

ストック・

オプション

の権利行使

4,575 － －

役員及びそ

の近親者
大西　新吾 － －

当社取締

役

（被所有）

直接5.7

ストック・

オプション

の権利行使

ストック・

オプション

の権利行使

4,575 － －

役員及びそ

の近親者
鵜沢　敬太 － －

当社取締

役

（被所有）

直接0.3

ストック・

オプション

の権利行使

ストック・

オプション

の権利行使

4,575 － －

　（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

2018年７月26日臨時株主総会決議に基づき付与されたストック・オプションの当連結会計年度における権利行使

を記載しております。なお、取引金額は、当連結会計年度におけるストック・オプションの権利行使による付与

株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。

 

当連結会計年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員及びそ

の近親者
吉橋　正 － －

当社取締

役

（被所有）

直接11.54

ストック・

オプション

の権利行使

ストック・

オプション

の権利行使

4,575 － －

役員及びそ

の近親者
大西　新吾 － －

当社取締

役

（被所有）

直接4.11

ストック・

オプション

の権利行使

ストック・

オプション

の権利行使

4,575 － －

役員及びそ

の近親者
鵜沢　敬太 － －

当社取締

役

（被所有）

直接0.63

ストック・

オプション

の権利行使

ストック・

オプション

の権利行使

4,575 － －

　（注）取引条件及び取引条件の決定方針等

2018年７月26日臨時株主総会決議に基づき付与されたストック・オプションの当連結会計年度における権利行使

を記載しております。なお、取引金額は、当連結会計年度におけるストック・オプションの権利行使による付与

株式数に払込金額を乗じた金額を記載しております。
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（１株当たり情報）

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

１株当たり純資産額 590.67円 663.49円

１株当たり当期純利益 61.91円 100.83円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 56.61円 93.29円

　（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

 
前連結会計年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当連結会計年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 327,505 535,117

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益（千円） 327,505 535,117

普通株式の期中平均株式数（株） 5,290,146 5,307,350

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

親会社株主に帰属する当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 494,645 428,926

（うち新株予約権（株）） （494,645） （428,926）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要
－ －

 

（重要な後発事象）

（株式取得による持分法適用関連会社化について）

当社は、2023年３月24日開催の取締役会において、損害保険及び生命保険の各代理店事業を営む株式会社セゾン保険

サービス（以下：セゾン保険サービス）の株式取得に係る契約を締結し、2023年４月３日付で同社を持分法適用関連会社

とすることを決議いたしました。

 

１．株式取得の目的

当社は「金融の力を解き放つ」をパーパスに、「金融に倫理を、人生に自由を」をミッションに、フィナンシャルパー

トナー事業を展開しております。その中で、より多くの方が経済的な側面から人生における選択の自由を得て頂くべく、

単なる商品提供ではなく、当社と縁のあった全てのお客様の金融リテラシーを向上させることを当社ならではの価値と

し、フィナンシャルパートナー事業を展開しております。このような中、2022年８月12日に株式会社クレディセゾンとの

間で資本業務提携契約を締結し、強固なパートナーシップの下、両社の強み・リソース等の活用を図りながら、フィナン

シャルパートナー事業の更なる成長及び新たなモデルへのチャレンジを進めておりますが、グループの機関代理店である

セゾン保険サービスとの協業も新たな取組の柱として位置づけております。これらを強力に推進するため、セゾン保険

サービスとの資本的な関係性を構築する決定をいたしました。

 

２．株式取得する会社の概要

（１） 名 称 株式会社セゾン保険サービス

（２） 所 在 地 東京都豊島区東池袋４丁目21番１号アウルタワー４階

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長　富岡　勝巳

（４） 事 業 内 容
損害保険代理店・生命保険募集代理業

リスクマネジメントに関するコンサルティング業

 

３．株式の取得時期、株式の種類・株数、取得後の株数及び議決権割合
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取得時期
取得する株式の

種類・株数
取得価額（千円）

取得後の当社の

議決権割合

2023年４月３日 普通株式　372,000株 84,072 15.0%

 

４．連結財務諸表に与える影響

本株式取得により、2024年３月期から株式会社セゾン保険サービスは当社の持分法適用関連会社となります。

なお、本株式の取得が当社の2024年３月期の連結業績に与える影響は軽微であります。
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⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（千円）

当期末残高
（千円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 50,000 － － －

１年以内に返済予定の長期借入金 － 1,392 1.70 －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － 3,520 1.70 2026年９月24日

合計 50,000 4,912 － －

（注）１．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算後５年間の返済予定額は以下のとおりであり

ます

 
１年超２年以内

（千円）

２年超３年以内

（千円）

３年超４年以内

（千円）

４年超５年以内

（千円）

長期借入金 1,392 1,392 736 －

 

 

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、

資産除去債務明細表の記載を省略しております。
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（２）【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当連結会計年度

売上高（千円） 856,387 1,820,124 3,118,533 4,324,120

税金等調整前四半期（当期）

純利益（千円）
131,613 380,011 647,502 758,142

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益（千円）
79,173 267,700 445,328 535,117

１株当たり四半期（当期）純

利益（円）
14.96 50.53 84.00 100.83

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益

（円）
14.96 35.54 33.46 16.86
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２【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（2022年３月31日）
当事業年度

（2023年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,008,118 2,558,026

売掛金 ※１ 282,816 ※１ 190,403

契約資産 382,846 411,942

前払費用 27,552 29,886

未収収益 ※１ 1,282 ※１ 3,264

関係会社短期貸付金 － 27,500

１年内回収予定の関係会社長期貸付金 311,144 471,000

その他 ※１ 23,383 ※１ 32,313

流動資産合計 3,037,144 3,724,337

固定資産   

有形固定資産   

建物 97,843 107,139

工具、器具及び備品 52,416 57,358

減価償却累計額 △87,846 △97,471

有形固定資産合計 62,412 67,025

無形固定資産   

のれん － 664

商標権 12,719 11,889

ソフトウエア 17,866 18,001

その他 － 20,185

無形固定資産合計 30,585 50,740

投資その他の資産   

投資有価証券 143,082 143,018

関係会社株式 187,065 68,300

出資金 10 10

関係会社長期貸付金 － 96,000

長期前払費用 6,601 6,453

繰延税金資産 104,740 126,720

その他 137,889 149,122

投資その他の資産合計 579,388 589,624

固定資産合計 672,386 707,391

資産合計 3,709,531 4,431,728
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  （単位：千円）

 
前事業年度

（2022年３月31日）
当事業年度

（2023年３月31日）

負債の部   

流動負債   

未払金 145,504 214,582

未払法人税等 108,531 138,358

契約負債 204,558 195,288

預り金 25,904 27,914

保険料預り金 21,072 29,863

賞与引当金 205,917 173,344

返金負債 99,160 154,717

その他 45,658 67,027

流動負債合計 856,307 1,001,097

固定負債   

資産除去債務 2,800 7,000

固定負債合計 2,800 7,000

負債合計 859,107 1,008,097

純資産の部   

株主資本   

資本金 571,376 585,063

資本剰余金   

資本準備金 471,376 485,063

資本剰余金合計 471,376 485,063

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,895,278 2,441,153

利益剰余金合計 1,895,278 2,441,153

自己株式 △87,931 △87,975

株主資本合計 2,850,099 3,423,306

新株予約権 325 325

純資産合計 2,850,424 3,423,631

負債純資産合計 3,709,531 4,431,728
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②【損益計算書】

  （単位：千円）

 
 前事業年度

(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

 当事業年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

営業収益 ※１ 3,184,621 ※１ 3,531,236

営業費用 ※１,※２ 2,814,107 ※２ 3,043,509

営業利益 370,514 487,726

営業外収益   

受取利息 ※１ 8,643 ※１ 7,021

匿名組合投資利益 7,769 31,626

保険解約返戻金 10,237 －

経営指導料 ※１ 6,000 －

為替差益 634 443

その他 ※１ 3,588 ※１ 5,694

営業外収益合計 36,874 44,786

営業外費用   

支払利息 3,583 －

株式交付費 1,058 606

リース解約損 － 309

その他 530 －

営業外費用合計 5,172 915

経常利益 402,216 531,597

特別利益   

関係会社清算益 － 286,975

特別利益合計 － 286,975

特別損失   

減損損失 4,226 1,727

事務所移転費用 － 3,989

店舗閉鎖損失 － 1,546

その他 － 607

特別損失合計 4,226 7,871

税引前当期純利益 397,990 810,701

法人税、住民税及び事業税 163,149 202,487

法人税等調整額 △16,086 △21,980

法人税等合計 147,062 180,507

当期純利益 250,928 630,194
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2021年４月１日　至　2022年３月31日）

        （単位：千円）

 株主資本

新株予約権 純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 

資本準備金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 507,350 407,350 407,350 1,638,401 1,638,401 － 2,553,101 325 2,553,426

会計方針の変更による
累積的影響額    31,798 31,798  31,798  31,798

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

507,350 407,350 407,350 1,670,200 1,670,200 － 2,584,900 325 2,585,225

当期変動額          

新株の発行 64,026 64,026 64,026    128,052  128,052

剰余金の配当    △25,850 △25,850  △25,850  △25,850

当期純利益    250,928 250,928  250,928  250,928

自己株式の取得      △87,931 △87,931  △87,931

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        －

当期変動額合計 64,026 64,026 64,026 225,078 225,078 △87,931 265,198 － 265,198

当期末残高 571,376 471,376 471,376 1,895,278 1,895,278 △87,931 2,850,099 325 2,850,424

 

当事業年度（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

        （単位：千円）

 株主資本

新株予約権 純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 

資本準備金
資本剰余金

合計

その他
利益剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益
剰余金

当期首残高 571,376 471,376 471,376 1,895,278 1,895,278 △87,931 2,850,099 325 2,850,424

会計方針の変更による
累積的影響額         －

会計方針の変更を反映し
た当期首残高

571,376 471,376 471,376 1,895,278 1,895,278 △87,931 2,850,099 325 2,850,424

当期変動額          

新株の発行 13,687 13,687 13,687    27,375  27,375

剰余金の配当    △84,318 △84,318  △84,318  △84,318

当期純利益    630,194 630,194  630,194  630,194

自己株式の取得      △43 △43  △43

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）

        －

当期変動額合計 13,687 13,687 13,687 545,875 545,875 △43 573,207 － 573,207

当期末残高 585,063 485,063 485,063 2,441,153 2,441,153 △87,975 3,423,306 325 3,423,631
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

(1）有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式…………移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

市場価格のない株式等………移動平均法による原価法を採用しております。

匿名組合出資の会計処理……匿名組合出資については、匿名組合の財産持分額を「投資有価証券」に

計上しております。匿名組合への出資時に「投資有価証券」を計上し、

匿名組合が獲得した純損益については持分相当額を「匿名組合投資利益

又は匿名組合投資損失」に計上するとともに、同額を「投資有価証券」

に加減しております。

 

２．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法（ただし、2016年４月１日以降に取得した建物については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　３～15年

工具、器具及び備品　　　　４～15年

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

商標権　　　　　　　　　　10年

自社利用のソフトウエア　　５年

 

３．引当金の計上基準

(1）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しておりま

す。

(2）貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 

４．収益及び費用の計上基準

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における、主な履行義務の内容及び当該履行義務

を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は、以下のとおりであります。

①　生命保険代理店手数料及び損害保険代理店手数料

顧客のニーズに応じて、保険会社に対し保険契約の取次を行う義務と、取り次いだ保険契約の維持保全

管理を行う義務を負っております。

保険会社に対し保険契約の取次を行う義務については、保険契約の取次後、保険契約が有効となった時

点で充足されるものであり、当該履行義務の充足時点で収益を計上しております。

また、取り次いだ保険契約の維持保全管理を行う義務については、サービスの提供期間が完了する都度

充足されるものであり、当該履行義務の充足時点で収益を計上しております。

当該事業においては、保険会社に取り次いだ保険契約者が早期に保険契約の解約を行った場合、対価の

一部を保険会社に返金する義務があるため、保険会社に対する予想返金額については、収益から控除す

るとともに、返金負債を計上しております。返金の見積りに当たっては過去の実績等に基づく期待値法

を用いております。各社ごとに過去３年間の戻入額の実績率を算定し、加重平均して算出しておりま

す。

②　金融商品仲介手数料、住宅ローン代理手数料

顧客のニーズに応じて、金融機関に対し金融商品又は住宅ローンの取次を行う義務を負っております。

金融商品又は住宅ローンの取次後、金融商品又は住宅ローンが有効となった時点で充足されるものであ

り、当該履行義務の充足時点で収益を計上しております。
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５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）繰延資産の処理方法

株式交付費

株式交付費は、支出時に全額費用処理しております。

(2）のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。
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（重要な会計上の見積り）

　連結財務諸表　注記事項（重要な会計上の見積り）に記載しているため、記載を省略しております。
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（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－２項に定め

る経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用すること

といたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
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（貸借対照表関係）

※１　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く）

 
前事業年度

（2022年３月31日）
当事業年度

（2023年３月31日）

短期金銭債権 4,782千円 5,130千円

 

２　当座貸越契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。これら

の契約に基づく事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前事業年度

（2022年３月31日）

当事業年度

（2023年３月31日）

当座貸越限度額の総額 500,000千円 500,000千円

借入実行残高 － －

差引額 500,000 500,000

 

（損益計算書関係）

※１　関係会社との取引高

 
前事業年度

（自　2021年４月１日
至　2022年３月31日）

当事業年度
（自　2022年４月１日
至　2023年３月31日）

営業取引による取引高   

営業収益 6,334千円 5,222千円

営業費用 47 －

営業取引以外の取引による取引高 17,009 10,900

 

※２　営業費用に属する費用のおおよその割合は前事業年度15％、当事業年度14％、一般管理費に属する費用

のおおよその割合は前事業年度85％、当事業年度86％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前事業年度

（自　2021年４月１日
　　至　2022年３月31日）

　当事業年度
（自　2022年４月１日

　　至　2023年３月31日）

役員報酬及び給料手当 1,076,744千円 1,136,346千円

賞与引当金繰入額 205,917 173,344

減価償却費 17,435 20,607

 

（有価証券関係）

前事業年度（2022年３月31日）

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分
当事業年度

（千円）

子会社株式 187,065

 

当事業年度（2023年３月31日）

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分
当事業年度

（千円）

子会社株式 68,300
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 
前事業年度

（2022年３月31日）
 

当事業年度
（2023年３月31日）

繰延税金資産    

賞与引当金 63,051千円  53,078千円

未払賞与 －  11,268

返金負債 30,362  47,374

未払事業所税 1,134  1,224

未払事業税 7,102  10,014

減価償却超過額 619  504

のれん償却超過額 56  2

資産除去債務 6,392  7,056

その他 2,410  3,214

繰延税金資産小計 111,132  133,739

将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △6,392  △7,019

評価性引当額小計 △6,392  △7,019

繰延税金資産合計 104,740  126,720

繰延税金資産の純額 104,740  126,720

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 
前事業年度

（2022年３月31日）
 

当事業年度
（2023年３月31日）

法定実効税率 30.62％  30.62％

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.26  0.90

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 －  △8.15

住民税均等割 4.61  2.36

評価性引当額の増減額 0.15  0.08

賃上げ促進税制に係る税額控除 －  △3.15

その他 0.32  △0.40

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.95  22.27

 

（企業結合等関係）

取得による企業結合

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま

す。

 

 

 

 

（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、財務諸表「注記事項（重要な会計方

針）４．収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

 

（重要な後発事象）

取得による企業結合

連結財務諸表「注記事項（重要な後発事象）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しておりま

す。
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④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額

（千円）

当期償却額
（千円）

差引当期末残
高（千円）

有形固定資産        

建物 97,843 12,282
2,986

（1,727）
107,139 55,520 7,690 51,618

工具、器具及び備品 52,416 8,079 3,136 57,358 41,951 5,761 15,407

有形固定資産計 150,259 20,361 6,123 164,497 97,471 13,452 67,025

無形固定資産        

のれん － 709 － 709 44 44 664

商標権 12,965 500 － 13,465 1,575 1,329 11,889

ソフトウエア 46,692 6,000 7,418 45,274 27,273 5,825 18,001

その他 － 26,785 6,600 20,185 － － 20,185

無形固定資産計 59,657 33,994 14,018 79,633 28,893 7,199 50,740

（注）１．「当期減少額」欄の（　）は内数で、当期の減損損失計上額であります。

２．当期の主な増減内容は、次のとおりであります。

「主な増加」

建物　　　　　　　　福岡コンタクトセンター開設費用　     8,520千円

工具、器具及び備品　福岡コールセンター開設費用　　         955千円

その他（ソフトウエア仮勘定）　コールセンター向けシステム開発費用（開発継続中　　　17,600千円）

ソフトウエア　　　　動画配信システム開発費用　　　　     6,000千円

「主な減少」

建物　　　　　　　　福岡コールセンター移転に伴う減損　　      1,727千円

 

【引当金明細表】

科目
当期首残高
（千円）

当期増加額
（千円）

当期減少額
（千円）

当期末残高
（千円）

賞与引当金 205,917 173,344 205,917 173,344

返金負債 99,160 154,717 99,160 154,717

 

EDINET提出書類

ブロードマインド株式会社(E36406)

有価証券報告書

 94/105



（２）【主な資産及び負債の内容】

　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

（３）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定時株主総会 毎事業年度終了後３ヶ月以内

基準日 毎年３月31日

剰余金の配当の基準日
毎年３月31日

毎年９月30日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号　三菱UFJ信託銀行株式会社

取次所 －

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告

による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。当社

の公告掲載URLは次のとおりです。

https://www.b-minded.com/

株主に対する特典

（１）対象となる株主

　毎年３月末日時点の株主名簿に記載又は記録された当社株式４単元（400

株）以上を保有する株主に対し、所有株式数及び保有期間に応じて、株主優

待ポイントを下表の通り進呈いたします。

（２）株主優待制度の利用方法及び内容

　下記「株主優待ポイント表」に基づいて、株主へ株主優待ポイントを進呈

し、株主限定の特設インターネットサイトにおいて、その株主優待ポイントと

食品、ワイン、電化製品、こだわりの雑貨商品などに交換できます。また、株

主優待ポイントを株式会社ウィルズが運営している「プレミアム優待倶楽部」

の共通株主優待コイン「WILLsCoin」と交換することで、他社優待ポイントとも

合算してご利用いただくことが可能となります。

　株主優待ポイントは、毎年５月に進呈させていただく予定です。

 

保有株式数 進呈ポイント数

400株未満 ０ポイント

400株～599株 4,000ポイント

600株～799株 6,000ポイント

800株～1,999株 15,000ポイント

2,000株以上 40,000ポイント

　

　（注）　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない旨

を、定款に定めております。

（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第21期）(自2021年４月１日至2022年３月31日）2022年６月30日関東財務局長に提出。

(2）内部統制報告書及びその添付書類

2022年６月30日関東財務局長に提出。

(3）四半期報告書及び確認書

(第22期第１四半期）(自2022年４月１日至2022年６月30日）2022年８月15日関東財務局長に提出。

(第22期第２四半期）(自2022年７月１日至2022年９月30日）2022年11月14日関東財務局長に提出。

(第22期第３四半期）(自2022年10月１日至2022年12月31日）2023年２月14日関東財務局長に提出。

(4）臨時報告書

2022年８月15日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）に基づく臨時報告書であります。

2023年６月30日関東財務局長に提出。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2023年６月30日

ブロードマインド株式会社  

 取締役会　御中 

 

 太陽有限責任監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岩﨑　剛　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 下川　高史　印

 

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるブロードマインド株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、

ブロードマインド株式会社及び連結子会社の2023年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度

の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職

業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果

たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要

であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形

成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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返金負債の算定に係る返戻料率の見積りの妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社は、2023年３月31日現在、連結貸借対照表に返金負

債を154,717千円(連結総資産の3.3％)計上している。

　会社は、生命保険会社に対し保険契約の取次を行い代理

店手数料を得ているが、経済環境の悪化や生命保険契約者

の個別的な理由等の外部要因により解約が発生する可能性

があり、短期解約された場合には、生命保険会社から受領

した代理店手数料を返金する必要がある。

　そのため、会社は、【注記事項】（重要な会計上の見積

り）（返金負債）に記載されているとおり、生命保険契約

者の短期解約に伴う生命保険会社に対する代理店手数料の

返戻に備えるため、生命保険会社への過去３年間の返戻額

の実績を基礎にして返戻料率を算出し、代理店手数料に乗

じることで算定した金額を返金負債として計上している。

　ただし、将来的に発生する生命保険会社への返戻料率の

見積りは不確実性が高く、経営者の重要な判断による影響

を受けると考えられる。

　以上のことから、当監査法人は、返金負債の算定に係る

返戻料率の見積りの妥当性を監査上の主要な検討事項に該

当するものと判断した。

　当監査法人は、返金負債の算定に係る返戻料率の見積り

の妥当性を検討するに当たり、主として以下の監査手続を

実施した。

・　返戻料率の算定に係る内部統制の有効性を評価するた

め、その整備状況及び運用状況を検証した。評価に当

たって、特に以下の内部統制に焦点を当てた。

・　返戻額の実績の集計及び解約理由の把握が適切に行

われていることを検証する内部統制

・　過去の返金負債の計上額と返戻額の実績とを比較

し、異常な乖離が発生していないことを検証したうえ

で、当該実績に基づいた返戻料率の計算結果を検証及

び承認する内部統制

・　前連結会計年度末において計算された返戻料率の見積

りと実績を生命保険会社別に比較検討することにより、

会社の見積りの不確実性の程度を評価した。

・　返戻理由等が文書化された取締役会議事録等を閲覧

し、集計されている返戻額の実績の網羅性を検証した。

・　過去３年間の生命保険会社への返戻額の実績を基礎に

して算出された返戻料率を再計算し、その正確性を検証

した。
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投資有価証券の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　会社は、【注記事項】（重要な会計上の見積り）（投資

有価証券）に記載のとおり、前連結会計年度において優先

株式を取得し、当連結会計年度末において、101,700千円

を連結貸借対照表の投資有価証券として取得価額で計上

し、同株式をその他有価証券の市場価格のない株式等に分

類している。

　会社は、市場価格のない株式等の評価に当たり、当初取

得時の超過収益力が見込めなくなった場合で、かつ発行会

社の１株当たり純資産額が１株当たり取得価額の50％程度

以上低下した場合には、１株当たり純資産額まで減損処理

を行うこととしている。

　会社は、マーケティング体制の強化やプラットフォーム

の価値向上等を目的として投資先企業と資本業務提携をし

ているが、株式取得時の同社の事業計画に対して、実績が

下方乖離している状況にあるとともに、直近の純資産が、

会社の株式の取得価額の50％程度以上低下している。

　会社は、投資先企業の直近の財政状態、事業の進捗状

況、その他の外部情報等をもとに、同社の事業計画の妥当

性を検討し、当該事業計画に基づいて超過収益力を計算し

たうえで、取得当初に見込んだ超過収益力は毀損していな

いものと結論付け、当連結会計年度末において、当該投資

有価証券に係る減損処理は不要と判断している。なお、当

該事業計画に含まれる重要な仮定は、顧客数及び顧客当た

りの平均売上高である。

　しかし、超過収益力や経営権等を反映した実質価額の算

定という観点から、超過収益力の毀損の有無の判断に当

たっては、投資先企業の事業計画の達成状況や今後の業績

見通しについて不確実性があり、経営者の主観的な判断が

介在する。

　以上により、当監査法人は、投資有価証券の評価の妥当

性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

　当監査法人は、会社による投資有価証券の評価の妥当性

を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施し

た。

・　会社の投資有価証券の評価に関する内部統制を理解し

た。なお、当該内部統制には、投資先企業の事業計画の

合理性に係る検証内容及び超過収益力の毀損の有無の検

証内容の確認、並びに減損処理の計上の要否に係る判断

結果の承認手続を含んでいる。

・　会社が実施した投資先企業の事業計画の合理性に係る

検証内容の適切性を検討するため、主に以下の監査手続

を実施した。

・　投資先企業の事業計画の未達が、今後の事業の進捗

に著しい影響を及ぼすものでないことを検証するた

め、会社が投資先企業より入手した資料及び会社によ

る検討資料を閲覧した。

・　事業計画の重要な仮定である顧客数及び顧客当たり

の平均売上高の合理性を検討するため、会社を通じて

投資先企業へ質問を実施した。

・　会社から投資先企業に対して行った質問とその回答

内容について、会社の経理責任者へのヒアリングを実

施し、投資先企業の事業計画が未達となっている要因

を確かめた。

・　監査人独自に投資先企業が属する業界に係る外部情

報を入手し、会社が属する業界の定性情報の検討結果

との整合性を確かめた。

・　会社が、投資先企業の事業計画に基づき、同社の超過

収益力を検証した決算資料を入手し、検証に利用された

計算ロジックの妥当性を検討するとともに、計算で採用

されているパラメータを外部公表データと突合した。

 

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記

載内容に対して意見を表明するものではない。

　連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容

と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよ

うな重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかど

うかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する

必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示

がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の

意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価

の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ

き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論

付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に

注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対し

て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づい

ているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか

どうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取

引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・　連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入

手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見

に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断

した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁

止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上

回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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 独立監査人の監査報告書  

 

 2023年６月30日

ブロードマインド株式会社  

 取締役会　御中 

 

 太陽有限責任監査法人 

 東京事務所  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 岩﨑　剛　　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 下川　高史　印

 

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いるブロードマインド株式会社の2022年４月１日から2023年３月31日までの第22期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借

対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ブロード

マインド株式会社の2023年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査

法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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返金負債の算定に係る返戻料率の見積りの妥当性

　連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(返金負債の算定に係る返戻料率の見積りの妥

当性)と同一内容であるため、記載を省略している。

 

投資有価証券の評価の妥当性

　連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項(投資有価証券の評価の妥当性)と同一内容であ

るため、記載を省略している。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以

外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任

は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を

立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監

査証拠を入手する。

・　財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実

施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び

関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう

かとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象

を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出

会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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